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は
じ
め
に

二
〇
一
三
年
六
月
に
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」（
子

ど
も
の
貧
困
対
策
法
）
が
議
員
立
法
で
成
立
し
、
二
〇
一
四
年
一
月
か
ら
施
行

さ
れ
た
。
二
〇
一
四
年
八
月
に
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
国
の
方
針

「
子
供
の
貧
困
対
策
大
綱
」
が
定
め
ら
（
１
）

れ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
都
道
府
県
や
多
く

の
政
令
指
定
都
市
も
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
」
を
策
定
し
て
（
２
）

い
る
。
子
ど

も
の
貧
困
対
策
法
の
附
則
に
は
、
法
施
行
後
、
五
年
経
過
後
の
検
討
条
項
が

（
３
）

あ
る
。
施
行
五
年
後
に
、
法
律
の
改
正
が
行
わ
れ
る
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で

あ
る
が
、
大
綱
の
見
直
し
は
、
す
で
に
予
定
さ
れ
て
（
４
）

い
る
。

本
特
集
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
の
見
直
し
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
子
ど

も
の
貧
困
対
策
法
の
制
定
ま
で
の
経
緯
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
の
概
要
と
施

策
体
系
、
法
制
定
後
の
状
況
と
今
後
の
課
題
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
第
一
章
で
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
の
制
定
ま
で
の
経
緯
と
し
て
、
子

ど
も
の
貧
困
が
社
会
問
題
と
し
て
浮
上
し
た
経
緯
、
関
連
す
る
調
査
研
究
・
運

動
体
の
要
求
事
項
、
議
員
立
法
と
し
て
の
法
制
定
の
経
緯
な
ど
を
紹
介
す
る
。

第
二
章
で
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
の
概
要
と
施
策
体
系
の
概
要
、
政
令

の
内
容
、
大
綱
の
内
容
、
お
よ
び
法
律
等
に
対
す
る
評
価
な
ど
を
整
理
す
る
。

第
三
章
で
は
、
法
制
定
後
の
状
況
と
今
後
の
課
題
と
し
て
、
国
・
地
方
自
治
体

の
取
り
組
み
・
子
ど
も
の
未
来
応
援
国
民
運
動
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
、
そ

れ
ら
へ
の
評
価
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

第
一
章

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
の
制
定
ま
で
の

経
緯

１

子
ど
も
の
貧
困
の
状
況
と
社
会
問
題
化

�

日
本
の
子
ど
も
の
貧
困
率
の
高
さ

二
〇
〇
八
年
頃
か
ら
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
出
版
や
雑
誌
に
お
け
る
特

集
が
増
え
、
我
が
国
の
子
ど
も
の
貧
困
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
は
じ

（
５
）

め
た
。
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
主
な
研
究
の
う
ち
、
阿
部
彩
（
二
〇
〇
八
）

は
、
子
ど
も
の
貧
困
率
改
善
策
と
し
て
主
に
普
遍
的
金
銭
給
付
に
着
目
し
て

（
６
）

い
た
。
山
野
良
一
（
二
〇
〇
八
）
は
、
児
童
相
談
所
勤
務
の
児
童
福
祉
士
と
い

う
経
歴
か
ら
実
践
に
も
と
づ
く
提
言
を
行
（
７
）

っ
た
。

こ
こ
で
両
者
が
共
通
し
て
議
論
の
前
提
と
し
た
の
は
、
他
の
先
進
国
と
比
較

し
て
日
本
の
子
ど
も
の
貧
困
率
が
高
い
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
だ
（
８
）

っ
た
。
子
ど
も
の
貧
困
率
の
国
際
比
較
を
み
る
と
、

子
ど
も
の
相
対
的
貧
困
率
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
三
四
ヵ
国
中
一
〇
番
目
に
高

く
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
。

貧
困
に
は
、
発
展
途
上
国
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
食
べ
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
最
低
限
度
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
人
間
の
生
存
に

か
か
わ
る
「
絶
対
的
（
９
）

貧
困
」
と
、
先
進
国
に
お
け
る
格
差
、
そ
の
社
会
で
普
通
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の
暮
ら
し
が
送
れ
な
い
と
い
う
「
相
対
的
貧
困
」
の
二
つ
の
概
念
が
あ
る
。
日

本
の
子
ど
も
の
貧
困
率
は
、
相
対
的
貧
困
率
の
概
念
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。

収
入
か
ら
税
金
・
社
会
保
険
料
等
を
除
い
た
、
い
わ
ゆ
る
手
取
り
収
入
を
世

帯
の
可
処
分
所
得
と
い
う
。
こ
れ
を
世
帯
人
員
の
平
方
根
で
割
っ
て
調
整
し
た

等
価
可
処
分
所
得
の
中
央
値
の
半
分
の
額
に
貧
困
線
を
引
き
、
こ
の
貧
困
線
を

下
回
る
等
価
可
処
分
所
得
し
か
得
て
い
な
い
者
の
割
合
が
「
相
対
的
貧
困
率
」

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

子
ど
も
の
相
対
的
貧
困
率
は
、
一
七
歳
以
下
の
子
ど
も
全
体
に
占
め
る
等
価

可
処
分
所
得
が
貧
困
線
に
満
た
な
い
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
の
割
合
を
い
う
。

「
子
ど
も
が
い
る
現
役
世
帯
」
の
貧
困
率
と
は
、
世
帯
主
が
一
八
歳
以
上
六
五

歳
未
満
の
現
役
世
帯
に
属
す
る
世
帯
員
全
体
に
占
め
る
、
等
価
可
処
分
所
得
が

貧
困
線
に
満
た
な
い
世
帯
の
世
帯
員
の
割
合
を
（
１０
）

い
う
。

日
本
の
子
ど
も
の
相
対
的
貧
困
率
の
推
移
を
み
る
と
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば

か
ら
上
昇
傾
向
に
あ
り
、
二
〇
一
二
年
に
は
一
六
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
子
ど
も
が
い
る
現
役
世
帯
の
相
対
的
貧
困
率
は
一
五
・
一
％
で
あ
る
が
、

大
人
が
一
人
の
世
帯
（
主
に
ひ
と
り
親
世
帯
）
の
相
対
的
貧
困
率
が
五
四
・
六

％
と
大
人
が
二
人
以
上
い
る
世
帯
（
主
に
両
親
の
そ
ろ
っ
た
世
帯
）
に
比
べ
て

非
常
に
高
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
（
巻
頭
色
刷
り
第
１
図
、
第
２
図
）。
母
子

家
庭
な
ど
大
人
が
一
人
の
世
帯
の
相
対
的
貧
困
率
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
最
下

位
で
あ
り
、
子
ど
も
の
い
る
家
庭
の
間
で
の
経
済
的
格
差
が
大
き
い
こ
と
が
問

題
で
あ
る
。

日
本
も
批
准
し
て
い
る
子
ど
も
の
権
利
条
約
第
二
七
条
は
、「
子
ど
も
の
成

長
に
必
要
な
生
活
水
準
」
を
保
護
者
の
力
だ
け
で
は
確
保
で
き
な
い
と
き
に

は
、
国
の
支
援
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、「
子
ど
も
の
成
長
に
必
要
な
生
活

水
準
」
の
内
容
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
集
め
て
公
表
す
る
こ
と
に
、
子
ど
も
の

貧
困
対
策
法
成
立
ま
で
国
も
自
治
体
も
熱
心
で
は
な
か
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
に
国
連
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
子
ど
も

の
権
利
条
約
の
実
現
状
況
に
つ
い
て
勧
告
し
た
総
括
所
見
に
お
い
て
も
、
子
ど

も
の
貧
困
の
問
題
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
。
子
ど
も
の
権
利
条
約
に
は
、
条
約

で
認
め
ら
れ
た
権
利
の
実
現
の
た
め
に
、
各
国
が
と
っ
た
措
置
等
を
国
連
の
児

童
の
権
利
委
員
会
に
報
告
す
る
義
務
が
課
さ
れ
て
お
り
、
子
ど
も
の
権
利
委
員

会
で
そ
の
報
告
書
が
審
査
さ
れ
る
「
政
府
報
告
書
審
査
制
度
」
が
（
１１
）

あ
る
。

日
本
に
対
す
る
審
査
で
は
、
子
ど
も
の
間
に
存
在
す
る
不
平
等
や
格
差
に
対

し
て
人
権
を
ベ
ー
ス
と
し
た
包
括
的
な
国
内
行
動
計
画
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と

に
懸
念
が
示
さ
れ
た
。
行
動
計
画
に
お
い
て
、
所
得
・
生
活
水
準
の
不
平
等
に

加
え
「
性
別
、
障
害
、
出
身
民
族
、
及
び
子
ど
も
の
発
達
・
学
習
・
責
任
あ
る

人
生
に
向
け
準
備
す
る
機
会
を
形
成
す
る
そ
の
他
の
要
因
に
よ
る
格
差
に
対
応

す
る
よ
う
」
勧
告
さ
れ
た
。

ま
た
、
子
ど
も
の
福
祉
お
よ
び
発
達
の
た
め
の
補
助
金
や
手
当
が
、
こ
れ
ま

で
一
貫
し
た
方
法
で
整
備
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
。
国
お

よ
び
地
方
自
治
体
予
算
に
お
け
る
子
ど
も
の
た
め
の
予
算
割
当
が
明
確
で
な
い

た
め
、
子
ど
も
の
生
活
に
与
え
る
影
響
と
い
う
点
か
ら
、
財
政
支
出
を
検
証
し

評
価
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
示
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
貧
困
状
態
に
あ
る
子
ど
も
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
、
外
国
籍
の
子
ど
も
の

就
学
率
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
欠
如
が
指
摘
さ
れ
た
。

ひ
と
り
親
家
庭
に
お
け
る
貧
困
の
影
響
へ
の
懸
念
も
示
さ
れ
、
不
利
な
状
況

に
あ
る
子
ど
も
や
家
族
を
優
先
し
て
、
適
切
な
財
政
的
・
社
会
的
・
心
理
的
支

援
を
提
供
す
る
よ
う
勧
告
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
わ
が
国
が
貧
困
削
減
戦
略
を
策

定
し
て
、
子
ど
も
の
貧
困
を
根
絶
す
る
た
め
に
適
切
な
資
源
を
配
分
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
た
。

特集１ 子どもの貧困対策
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第２図 援助を受ける小中学生増加の要因

離婚等による母子・父子家庭の増加

〔出所〕 文部科学省「就学援助に関する調査結果について」２００６年６月。

第１図　生活保護（教育扶助）と就学援助の関係

（２００５年度以降：国庫補助→市町村の一般財源化）

注：学校給食が実施されていなければ、就学援助費・生活保護費の給食費相当額は支給されな
い。
一部の医療費は、学校保健法が定める�トラコーマ・結膜炎、�白癬・疥癬・とびひ、

�中耳炎、�慢性副鼻腔炎・アデノイド、�むし歯、�寄生虫（虫卵保有を含む）のいわ
ゆる学校病６種類のみ対象。

〔出所〕 鳫咲子『子どもの貧困と教育機会の不平等』明石書店、２０１３年９月。
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�

就
学
援
助
を
受
け
て
い
る
小
中
学
生
の
増
加

子
ど
も
の
貧
困
率
の
ほ
か
に
、
日
本
の
子
ど
も
の
貧
困
の
状
況
を
知
る
手
が

か
り
と
し
て
、
就
学
援
助
を
受
け
て
い
る
小
中
学
生
の
割
合
が
あ
る
。
就
学
援

助
と
は
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
小
中
学
生
の
保
護
者
に
対
し
て
、
市
区
町

村
が
学
用
品
や
給
食
費
に
相
当
す
る
金
額
の
経
済
的
支
援
を
行
う
制
度
で
あ

る
。生

活
保
護
が
認
定
さ
れ
た
小
中
学
生
に
は
、
厚
生
労
働
省
が
所
管
し
自
治
体

の
福
祉
部
局
が
担
当
す
る
生
活
保
護
費
か
ら
学
用
品
費
、
通
学
費
、
学
校
給
食

費
な
ど
が
支
給
さ
れ
る
。
そ
の
生
活
保
護
基
準
よ
り
も
、
や
や
所
得
の
高
い
世

帯
に
は
文
部
科
学
省
が
所
管
し
て
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
担
当
す
る
就
学
援

助
費
と
し
て
学
用
品
、
通
学
費
、
学
校
給
食
費
等
が
支
給
さ
れ
る
。
生
活
保
護

の
基
準
の
一
・
三
倍
く
ら
い
を
就
学
援
助
の
基
準
と
し
て
い
る
市
町
村
が
多
い

（
第
１
図
）。

就
学
援
助
制
度
の
対
象
者
は
準
要
保
護
者
と
呼
ば
れ
、
と
く
に
教
育
現
場
で

は
就
学
援
助
よ
り
も
準
要
保
護
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
準
要

保
護
者
は
就
学
援
助
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
小
中
学
生
で
あ
り
、
要
保
護
者
は

生
活
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
小
中
学
生
で
あ
る
。
し
か
し
、
要
保
護
の
小

中
学
生
の
修
学
旅
行
費
は
生
活
保
護
か
ら
は
支
給
さ
れ
ず
、
就
学
援
助
を
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
両
制
度
に
は
未
整
理
の
課
題
が
残
っ
て
い
る
。

こ
の
就
学
援
助
を
受
け
る
小
中
学
生
の
人
数
、
割
合
が
増
え
て
い
る
。
一
九

九
五
年
度
の
約
七
七
万
人
か
ら
二
〇
一
一
年
度
に
は
約
一
六
一
万
人
に
増
え
、

公
立
小
中
学
校
児
童
生
徒
数
に
占
め
る
割
合
も
六
％
か
ら
一
六
％
に
増
加
し
て

い
る
。
約
一
五
年
間
で
人
数
、
割
合
と
も
に
二
倍
以
上
に
増
加
し
て
い
る
。
〇

五
年
か
ら
〇
八
年
ま
で
は
増
勢
が
緩
や
か
だ
っ
た
が
、
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
シ

ョ
ッ
ク
以
降
再
上
昇
し
、
小
中
学
生
の
六
人
に
一
人
が
支
援
を
受
け
る
と
い
う

水
準
に
高
止
ま
り
し
て
い
る
（
巻
頭
色
刷
り
第
３
図
）。

こ
の
よ
う
に
就
学
援
助
を
受
け
る
子
ど
も
が
増
加
し
て
い
る
要
因
、
背
景
に

つ
い
て
、
二
〇
〇
六
年
に
文
部
科
学
省
が
教
育
委
員
会
を
対
象
に
実
施
し
た
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
（
複
数
回
答
）
に
よ
れ
ば
、「
企
業
の
倒
産
や
リ
ス
ト
ラ
な
ど

に
よ
る
経
済
状
況
の
変
化
」
が
全
体
の
約
八
割
を
占
め
る
（
第
２
図
）。「
離
婚

等
に
よ
る
母
子
・
父
子
家
庭
の
増
加
」
も
全
体
の
六
割
程
度
あ
り
、
二
大
要
因

と
な
っ
て
い
る
。
親
の
仕
事
が
不
安
定
な
子
ど
も
、
家
庭
環
境
が
複
雑
な
子
ど

も
が
増
え
て
い
る
。
他
に
は
、
制
度
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
、

あ
る
い
は
公
的
支
援
を
受
け
る
こ
と
へ
の
抵
抗
感
の
減
少
と
い
っ
た
保
護
者
の

意
識
の
変
化
、
外
国
人
世
帯
が
増
え
て
き
た
こ
と
が
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
た
。

２

運
動
体
の
形
成
と
要
望
事
項

子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
連
す
る
要
望
活
動
を
行
っ
て
い
た
団
体
の
う
ち
、

こ
こ
で
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
に
関
す
る
要
望
書
を
公
表
し
た
主
な
団
体

で
あ
る
「
な
く
そ
う
！

子
ど
も
の
貧
困
」
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
あ
し
な
が

育
英
会
を
紹
介
す
る
。

�
「
な
く
そ
う
！

子
ど
も
の
貧
困
」
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

二
〇
〇
九
年
に
発
行
さ
れ
た
『
子
ど
も
の
貧
困
白
書
』
を
編
集
し
た
「
子
ど

も
の
貧
困
白
書
編
集
委
員
会
」
を
中
心
に
二
〇
一
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
「『
な

く
そ
う
！

子
ど
も
の
貧
困
』
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
は
、
日
本
の
子
ど
も
の

貧
困
解
決
を
目
的
と
す
る
運
動
体
で
（
１２
）

あ
る
。
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民
主
党
政
権
下
で
子
ど
も
手
当
導
入
と
同
時
に
、
公
立
高
校
の
授
業
料
を
徴

収
し
な
い
こ
と
と
し
、
私
立
高
校
等
の
生
徒
に
は
「
高
等
学
校
等
就
学
支
援

金
」
を
支
給
す
る
「
高
校
授
業
料
無
償
化
」
が
二
〇
一
〇
年
四
月
か
ら
実
施
さ

れ
た
。「
な
く
そ
う
！

子
ど
も
の
貧
困
」
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
最
初
に
取

り
組
ん
だ
課
題
は
、
二
〇
一
〇
年
三
月
の
「
卒
業
ク
ラ
イ
シ
ス
問
題
」
で
あ
っ

た
。
翌
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
の
高
校
授
業
料
無
償
化
を
控
え
な
が
ら
、
経
済
的

理
由
に
よ
り
授
業
料
等
を
滞
納
し
て
高
校
を
卒
業
で
き
な
い
状
況
は
、「
卒
業

ク
ラ
イ
シ
ス
（
危
機
）
問
題
」
と
呼
ば
（
１３
）

れ
た
。

こ
の
運
動
を
受
け
て
、
厚
生
労
働
省
は
、
高
校
授
業
料
無
償
化
直
前
の
二
〇

一
〇
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
卒
業
式
に
出
ら
れ
な
い
、
卒
業
証
書
が
も

ら
え
な
い
こ
と
が
な
い
よ
う
、
卒
業
ク
ラ
イ
シ
ス
対
応
と
し
て
、
社
会
福
祉
協

議
会
が
貸
し
付
け
る
「
生
活
福
祉
資
金
（
教
育
支
援
資
金
）」
を
活
用
し
て
高

校
の
授
業
料
が
滞
納
し
た
時
に
遡
及
し
て
滞
納
額
を
貸
し
付
け
る
一
年
限
り
の

特
例
措
置
を
講
（
１４
）

じ
た
。
こ
の
特
例
措
置
は
、
必
ず
し
も
高
校
三
年
生
に
対
す
る

貸
付
に
限
ら
な
い
が
、
わ
ず
か
二
ヵ
月
間
で
貸
付
決
定
件
数
一
〇
三
三
件
、
貸

付
決
定
金
額
二
億
五
五
七
六
万
円
の
利
用
と
な
り
、
私
立
高
校
生
の
中
退
率
減

少
に
効
果
が
あ
っ
た
と
評
価
さ
（
１５
）

れ
た
。

ま
た
、
こ
の
運
動
の
過
程
で
、「
生
活
福
祉
資
金
」
の
認
知
度
が
低
い
た
め

福
祉
の
施
策
を
高
校
生
に
伝
え
る
こ
と
が
難
し
い
な
ど
、
福
祉
と
教
育
の
連
携

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
課
題
も
認
識
さ
れ
た
。

「
な
く
そ
う
！

子
ど
も
の
貧
困
」
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
英
国
の
子
ど

も
の
貧
困
法
（C

hild
Poverty

A
ct

）
に
な
ら
い
、
子
ど
も
の
貧
困
根
絶
に
関

す
る
数
値
目
標
を
定
め
、
政
府
に
子
ど
も
の
貧
困
根
絶
戦
略
の
立
案
・
実
施
を

義
務
づ
け
る
こ
と
を
求
め
て
（
１６
）

い
た
。
同
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
①
子
ど
も
の
相
対

的
貧
困
率
削
減
目
標
、
②
目
標
達
成
に
向
け
た
政
府
・
地
方
自
治
体
の
施
策
実

施
の
義
務
・
報
告
義
務
、
③
財
政
上
の
措
置
、
④
法
律
の
見
直
し
規
定
、
⑤
総

合
的
な
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
た
め
の
大
綱
の
制
定
、
⑥
子
ど
も
の
貧
困
総
合

対
策
会
議
の
設
置
、
⑦
法
律
の
対
象
を
大
学
卒
業
程
度
ま
で
と
す
る
こ
と
、
⑧

子
ど
も
の
貧
困
の
定
義
と
貧
困
を
測
る
指
標
の
策
定
、
⑨
調
査
研
究
の
実
施
を

法
律
に
明
記
す
る
よ
う
要
望
（
１７
）

し
た
。

�

あ
し
な
が
育
英
会

「
あ
し
な
が
育
英
会
」
は
、
一
九
六
九
年
に
発
足
し
た
「
交
通
遺
児
育
英

会
」
か
ら
発
展
し
て
つ
く
ら
れ
た
災
害
遺
児
、
病
気
遺
児
へ
の
奨
学
金
制
度
で

あ
る
「
災
害
遺
児
の
会
」
と
「
病
気
遺
児
の
会
」
が
合
併
し
て
、
一
九
九
三
年

に
つ
く
ら
れ
た
。
現
在
は
、
自
死
（
自
殺
）
な
ど
で
親
を
亡
く
し
た
子
ど
も

や
、
親
が
重
度
後
遺
障
害
で
働
け
な
い
家
庭
の
子
ど
も
も
支
援
の
対
象
と
し
、

「
あ
し
な
が
学
生
募
金
」
な
ど
の
寄
付
金
で
運
営
さ
れ
て
（
１８
）

い
る
。

二
〇
〇
九
年
に
は
、
次
世
代
へ
の
貧
困
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
た
め
に
「
子
ど

も
の
貧
困
対
策
基
本
法
」
を
制
定
し
、「
ひ
と
り
親
家
庭
の
貧
困
率
」
を
五
年

以
内
に
半
減
、
一
〇
年
以
内
に
一
〇
％
未
満
に
す
る
数
値
目
標
を
設
定
す
る
こ

と
な
ど
を
政
府
や
各
政
党
に
働
き
か
（
１９
）

け
た
。

さ
ら
に
、
法
律
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
①
子
ど
も
の
貧
困
率
削
減
の
具
体
的

数
値
目
標
、
②
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
政
策
決
定
へ
の
当
事
者
や
当
事

者
支
援
団
体
の
参
画
、
③
子
ど
も
の
定
義
を
一
八
歳
で
は
な
く
大
学
・
専
門
学

校
等
の
在
学
中
ま
で
を
含
め
た
も
の
と
す
る
こ
と
、
④
法
律
の
見
直
し
規
定
を

要
望
し
て
（
２０
）

い
た
。
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３

議
員
立
法
と
し
て
の
法
制
定
の
経
緯

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
は
、
霞
ヶ
関
の
省
庁
が
法
律
案
を
つ
く
る
内
閣
提
出

法
案
で
は
な
く
、
国
会
議
員
自
ら
が
法
律
案
を
つ
く
る
議
員
立
法
と
し
て
成
立

し
た
。
な
ぜ
内
閣
提
出
法
案
と
し
て
は
提
案
さ
れ
る
可
能
性
の
な
か
っ
た
子
ど

も
の
貧
困
対
策
法
が
、
議
員
立
法
と
し
て
成
立
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ

が
国
の
子
ど
も
の
貧
困
の
状
況
や
、
子
ど
も
の
い
る
家
庭
の
格
差
の
問
題
を
国

連
機
関
か
ら
指
摘
さ
れ
（
２１
）

て
も
、
霞
ヶ
関
の
省
庁
は
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た

め
の
立
法
に
は
熱
心
で
は
な
か
っ
た
。
財
政
上
の
理
由
に
加
え
て
、
子
ど
も
の

貧
困
の
問
題
に
関
係
す
る
役
所
が
内
閣
府
・
厚
生
労
働
省
・
文
部
科
学
省
に
分

か
れ
て
い
る
と
い
う
役
所
間
の
縦
割
り
も
立
法
の
障
害
に
な
っ
て
い
た
。

議
員
立
法
に
よ
る
子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
の
成
立
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策

法
の
制
定
を
国
会
議
員
に
働
き
か
け
た
運
動
体
の
活
動
の
成
果
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
子
ど
も
の
貧
困
に
か
か
わ
る
運
動
体
・
市
民
団
体
が
、
立
法
に
不
熱
心
な

役
所
を
飛
び
越
え
て
、
国
会
議
員
に
働
き
か
け
て
つ
く
ら
れ
た
「
市
民
立
法
」

と
も
言
う
べ
き
法
律
で
あ
る
。

バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
一
九
九
五
年
か
ら
増
え
続
け
て
い
た
生
活
保
護
受
給
者
の

人
数
が
、
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
、
さ
ら
に
急
増
し
た
。
経
済

状
況
の
悪
化
に
よ
っ
て
失
業
者
が
増
え
る
と
、
生
活
保
護
受
給
者
も
増
え
る
。

六
〇
年
ぶ
り
の
大
き
な
見
直
し
と
い
わ
れ
る
生
活
保
護
法
の
改
正
が
、
二
〇
一

二
年
の
第
二
次
安
倍
政
権
発
足
後
に
行
わ
れ
た
。
受
給
者
数
の
抑
制
を
目
的
と

し
た
生
活
保
護
基
準
の
引
き
下
げ
、
親
族
に
よ
る
扶
養
義
務
の
強
化
が
議
論
の

焦
点
と
な
っ
た
。
生
活
保
護
基
準
の
引
き
下
げ
は
、
市
区
町
村
が
行
う
就
学
援

助
な
ど
、
生
活
保
護
基
準
を
利
用
す
る
他
の
制
度
に
も
影
響
を
与
え
る
。

安
倍
内
閣
が
生
活
保
護
の
給
付
水
準
の
大
幅
な
引
き
下
げ
方
針
を
示
し
た
こ

と
か
ら
、
生
活
保
護
給
付
厳
格
化
の
緩
和
策
と
し
て
、
与
野
党
と
も
に
、
子
ど

も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
議
員
立
法
の
気
運
が
高
ま
っ
た
。
子
ど
も
の
貧
困
対

策
法
と
し
て
は
、
民
主
党
を
中
心
と
す
る
野
党
案
と
自
民
党
を
中
心
と
す
る
与

党
案
が
、
そ
れ
ぞ
れ
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。

４

法
案
の
概
要

�

野
党
案

先
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
野
党
案
で
は
、「
平
成
三
三
年
に
お
け
る
子
ど
も

の
貧
困
率
は
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
と
す
る
こ
と
」
な
ど
貧
困
対
策
の
具
体

的
な
数
値
目
標
や
、
目
標
達
成
の
前
提
と
な
る
実
態
把
握
の
た
め
の
子
ど
も
の

貧
困
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
の
項
目
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
（
第
（
２２
）

３
図
）。

子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
調
査
の
具
体
的
な
項
目
と
し
て
は
、
三
年
ご
と
の

「
子
ど
も
の
貧
困
率
及
び
ひ
と
り
親
世
帯
等
の
貧
困
率
」
と
毎
年
、
都
道
府
県

ご
と
の
①
高
等
学
校
等
進
学
率
及
び
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
等
の
高

等
学
校
等
進
学
率
、
②
大
学
進
学
率
及
び
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
等

の
大
学
進
学
率
、
③
高
等
学
校
中
途
退
学
率
及
び
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子

ど
も
等
の
高
等
学
校
中
途
退
学
率
、
④
大
学
中
途
退
学
率
及
び
生
活
保
護
世
帯

に
属
す
る
子
ど
も
等
の
大
学
中
途
退
学
率
、
⑤
高
校
生
の
修
学
旅
行
参
加
率
及

び
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
高
校
生
の
修
学
旅
行
参
加
率
、
⑥
小
学
生
の
不
登

校
率
、
中
学
生
の
不
登
校
率
及
び
高
校
生
の
不
登
校
率
並
び
に
生
活
保
護
世
帯

に
属
す
る
小
学
生
の
不
登
校
率
、
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
中
学
生
の
不
登
校

率
及
び
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
高
校
生
の
不
登
校
率
、
⑦
就
学
援
助
率
が
挙

げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
子
ど
も
の
貧
困
率
、
ひ
と
り
親
世
帯
等
の
貧
困
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第３図 子どもの貧困対策法 （野党案

（

のポイント

〔出所 〕 衆議院法制局ホ ームペ ージ

。
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率
、
生
活
保
護
世
帯
の
高
等
学
校
等
進
学
率
・
高
等
学
校
等
中
退
率
・
大
学
等

進
学
率
・
就
職
率
が
、
第
二
章
３
節
で
述
べ
る
子
供
の
貧
困
対
策
大
綱
の
「
子

ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

�

与
野
党
案
一
本
化
か
ら
成
立
ま
で

成
立
し
た
子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
は
、
ほ
ぼ
与
党
案
そ
の
ま
ま
で
あ
る
が
、

野
党
案
か
ら
二
項
目
が
取
り
入
れ
ら
（
２３
）

れ
た
。
野
党
案
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
項

目
の
一
点
目
は
、「
子
ど
も
の
貧
困
率
、
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
の

高
等
学
校
等
進
学
率
等
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
及
び
当
該
指
標
の
改
善

に
向
け
た
施
策
」
を
、「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
大
綱
」
で
国
が
定
め

る
こ
と
で
あ
る
。

法
制
定
前
の
国
会
審
議
で
は
、
生
活
保
護
世
帯
の
子
ど
も
の
高
等
学
校
等
進

学
率
が
一
般
世
帯
よ
り
も
一
〇
ポ
イ
ン
ト
も
低
い
こ
と
が
注
目
を
集
（
２４
）

め
た
。
ま

た
、
中
途
退
学
率
に
つ
い
て
も
、
埼
玉
県
の
二
〇
一
二
年
度
の
高
等
学
校
の
調

査
で
、
全
世
帯
の
三
・
一
％
に
対
し
て
、
生
活
保
護
世
帯
で
は
六
・
九
％
と
二

倍
以
上
の
開
き
が
見
ら
れ
格
差
の
大
き
さ
が
議
論
さ
（
２５
）

れ
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
を

踏
ま
え
た
与
野
党
の
修
正
協
議
の
結
果
、
野
党
案
の
一
部
が
法
律
に
反
映
さ
れ

た
。二

点
目
は
、
附
則
の
検
討
規
定
の
「
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を

勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
に

「
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
」
と
い
う
検
討
の
時

期
の
目
途
が
付
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
成
立
し
た
子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
の
内

容
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
お
い
て
述
べ
る
。

�

法
案
審
議

国
会
に
お
け
る
法
案
審
議
日
程
の
ほ
と
ん
ど
は
、
内
閣
提
出
法
案
の
審
議
に

費
や
さ
れ
る
。
議
員
立
法
を
審
議
す
る
時
間
の
確
保
に
は
物
理
的
な
困
難
が
伴

い
、
会
派
間
の
調
整
を
要
す
る
。
野
党
単
独
で
提
出
し
た
議
員
立
法
は
、
法
案

審
議
に
入
れ
ず
審
議
未
了
廃
案
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
の
場
合
も
、
民
主
党
を
中
心
と
す
る
野
党
案
と
自
民

党
を
中
心
と
す
る
与
党
案
が
、
そ
れ
ぞ
れ
国
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
与
野
党
の

調
整
に
よ
り
両
案
が
一
本
化
さ
れ
、
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
提
出
の
議
員
立

法
と
し
て
成
立
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
両
案
が
一
本
化
さ
れ
る
段
階
で
衆
議
院

に
お
け
る
与
野
党
の
主
要
な
協
議
は
終
わ
っ
て
お
り
、
成
立
し
た
子
ど
も
の
貧

困
対
策
法
を
直
接
の
議
題
と
す
る
質
疑
は
、
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
で
二
時

間
程
度
行
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
野
党
案
お
よ
び
与
党
案
が
先
に
提
出
さ
れ
て
い
て
、
成
立
し
た
法

律
案
を
起
草
し
た
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
で
は
、
運
動
体
の
要
望
も
踏
ま
え

て
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
の
必
要
性
な
ど
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す

る
質
疑
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
同
委
員
会
で
は
、
法
案
の
採
決
後
に
、
大
綱
作

成
時
に
関
係
者
の
意
見
を
聞
く
こ
と
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
決
議
が
行
わ
れ
て

（
２６
）

い
る
。
大
綱
作
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
次
の
第
二
章
で
説
明
す
る
。

（
二
〇
一
三
年
五
月
三
一
日
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
決
議
）

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
件

政
府
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
大
綱
を
作
成
す
る
に
際
し
て
は
、
貧
困
の
状

況
に
あ
る
子
ど
も
の
置
か
れ
た
状
況
を
十
分
踏
ま
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
し
優
れ
た
見
識
を
有
す
る
者
や
貧
困
の
状
況
に
あ
る
世
帯

に
属
す
る
者
、
こ
れ
ら
の
者
を
支
援
す
る
団
体
等
、
関
係
者
の
意
見
を
会
議
で
把
握
し
た

特集１ 子どもの貧困対策

45



上
で
、
こ
れ
を
作
成
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

第
二
章

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
の
概
要
と

施
策
体
系

１

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
の
概
要

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
は
、
全
一
六
条
、
第
一
章
総
則
、
第
二
章
基
本
的
施

策
、
第
三
章
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
の
全
三
章
か
ら
成
る
（
第
４
図
）。
第

一
章
総
則
は
、
法
の
目
的
、
基
本
理
念
、
国
・
地
方
公
共
団
体
・
国
民
の
責

務
、
法
制
上
・
財
政
上
の
措
置
、
実
施
状
況
の
公
表
の
各
項
目
か
ら
成
る
。
第

二
章
基
本
的
施
策
で
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
大
綱
と
都
道
府
県
子

ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
、
教
育
・
生
活
・
保
護
者
の
就
労
・
経
済
の
四
つ
の
分

野
を
中
心
と
す
る
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
主
な
支
援
の
内
容
と
、
調
査
研

究
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

教
育
の
支
援
に
は
、
主
に
就
学
の
援
助
、
学
資
の
援
助
、
学
習
の
支
援
が
規

定
さ
れ
て
い
る
（
法
第
一
〇
条
）。
生
活
の
支
援
に
は
、
貧
困
の
状
況
に
あ
る

子
ど
も
お
よ
び
そ
の
保
護
者
に
対
す
る
生
活
に
関
す
る
相
談
、
貧
困
の
状
況
に

あ
る
子
ど
も
に
対
す
る
社
会
と
の
交
流
の
機
会
の
提
供
が
規
定
さ
れ
て
い
る

（
法
第
一
一
条
）。
保
護
者
に
対
す
る
就
労
の
支
援
に
は
、
主
に
子
ど
も
の
保
護

者
に
対
す
る
職
業
訓
練
の
実
施
お
よ
び
就
職
の
あ
っ
せ
ん
が
規
定
さ
れ
て
い
る

（
法
第
一
二
条
）。
経
済
的
支
援
に
は
、
主
に
各
種
の
手
当
等
の
支
給
、
貸
付
金

の
貸
付
け
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
法
第
一
三
条
）。

第
三
章
に
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
に
つ
い
て
内
閣
府
が
厚
生
労
働

省
・
文
部
科
学
省
の
協
力
を
得
て
進
め
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

附
則
に
は
、「
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い

て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
」
と
、
施
行
後
五
年
と
い
う
時
期
を
明
記
し
た
検
討
規
定
が
附
さ

れ
た
。
本
節
で
は
、
成
立
し
た
法
律
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
野
党
案
と
も
比
較

し
な
が
ら
検
討
す
る
。

�

法
の
目
的
と
基
本
理
念

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
の
目
的
は
、
子
ど
も
の
将
来
が
そ
の
生
ま
れ
育
っ
た

環
境
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
貧
困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も

が
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
教
育
の
機
会
均
等
を

図
る
た
め
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
国
等
の
責
務

を
明
ら
か
に
し
、
お
よ
び
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る

こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
で
あ
る
（
第

一
条
）。

そ
し
て
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
基
本
理
念
と
し
て
、
子
ど
も
等
に
対
す
る

教
育
の
支
援
、
生
活
の
支
援
、
就
労
の
支
援
、
経
済
的
支
援
等
の
施
策
を
、
子

ど
も
の
将
来
が
そ
の
生
ま
れ
育
っ
た
環
境
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
（
第
二
条
）。

市
民
団
体
の
要
望
を
入
れ
て
作
ら
れ
た
野
党
案
は
、「
子
ど
も
の
貧
困
の
解

消
」
を
目
的
と
し
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
基
本
理
念
と
し
て
「
健
康
で
文
化
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的
な
生
活
の
保
障
・
教
育
の
機
会
均
等
・
次
世
代
へ
の
貧
困
の
連
鎖
の
防
止
」

な
ど
を
掲
げ
て
い
た
。
野
党
案
の
よ
う
に
「
子
ど
も
の
貧
困
の
解
消
」
を
目
的

と
し
て
い
れ
ば
、
法
律
本
体
に
も
数
値
目
標
が
盛
り
込
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。

�

子
ど
も
の
貧
困
対
策
大
綱
と
都
道
府
県
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
に
よ
り
、
政
府
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
を
総
合
的

に
推
進
す
る
た
め
の
大
綱
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
（
第
八
条
一
項
）。
大
綱

に
は
、
以
下
の
事
項
が
規
定
さ
れ
る
（
第
八
条
二
項
）。

一

子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

二

子
ど
も
の
貧
困
率
、
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
の
高
等
学
校
等
進
学
率
等
子

ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
及
び
当
該
指
標
の
改
善
に
向
け
た
施
策

三

教
育
の
支
援
、
生
活
の
支
援
、
保
護
者
に
対
す
る
就
労
の
支
援
、
経
済
的
支
援
そ
の

他
の
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
事
項

四

子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
事
項

大
綱
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
３
節
で
述
べ
る
。
ま
た
、
国
が
定
め
る

大
綱
の
ほ
か
「
都
道
府
県
は
、
大
綱
を
勘
案
し
て
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る

子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
の
計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
」

と
さ
れ
、
都
道
府
県
に
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
」
策
定
の
努
力
義
務
が
課

さ
れ
た
（
第
九
条
）。

�

貧
困
削
減
の
数
値
目
標
と
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標

本
稿
第
一
章
２
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
英
国
の
子
ど
も
の
貧
困
法
の
よ
う
な

貧
困
削
減
の
数
値
目
標
を
設
け
る
こ
と
は
、
運
動
体
の
主
要
な
要
望
事
項
で
あ

っ
た
。
成
立
し
た
法
第
八
条
二
項
の
「
二

子
ど
も
の
貧
困
率
、
生
活
保
護
世

帯
に
属
す
る
子
ど
も
の
高
等
学
校
等
進
学
率
等
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標

第４図　子どもの貧困対策に関する法律（概要）

〔出所〕 厚生労働省ホームページ。

特集１ 子どもの貧困対策

47



及
び
当
該
指
標
の
改
善
に
向
け
た
施
策
」
を
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る

大
綱
」
で
国
が
定
め
る
こ
と
は
、
野
党
案
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
二
〇
〇
九
年
時
点
で
一
五
・
七
％
の
子
ど
も
の
貧
困
率
を
「
平
成

三
三
（
二
〇
二
一
）
年
に
一
〇
％
未
満
と
す
る
」「
三
年
に
一
割
以
上
の
割
合

で
削
減
す
る
」
な
ど
、
野
党
案
の
具
体
的
な
数
値
目
標
は
、
成
立
し
た
法
律
に

は
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
、
子
ど
も
の
貧
困
率
一
五
・
七
％
は
、

一
七
歳
以
下
の
子
ど
も
の
六
人
に
一
人
、
約
三
二
〇
万
人
の
子
ど
も
が
貧
困
の

状
態
に
あ
る
こ
と
に
相
当
す
る
。
子
ど
も
の
貧
困
率
と
同
様
に
二
〇
〇
九
年
時

点
で
五
〇
・
八
％
の
ひ
と
り
親
世
帯
の
貧
困
率
を
「
平
成
三
三
（
二
〇
二
一
）

年
に
三
五
％
未
満
と
す
る
」「
三
年
に
一
割
以
上
の
割
合
で
削
減
す
る
」
と
の

目
標
も
見
送
ら
れ
た
。

厚
生
労
働
大
臣
は
貧
困
率
の
数
値
目
標
が
見
送
ら
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、

「
全
体
の
所
得
が
下
が
っ
て
貧
困
率
が
下
が
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
貧
困
率
だ

け
を
目
標
に
す
る
こ
と
が
難
し
い
」
と
国
会
で
答
弁
し
て
（
２７
）

い
る
。
そ
の
ほ
か
、

学
習
支
援
や
保
育
な
ど
の
現
物
・
サ
ー
ビ
ス
給
付
に
よ
る
子
ど
も
の
貧
困
対
策

の
推
進
が
可
処
分
所
得
を
基
に
算
出
さ
れ
る
貧
困
率
の
改
善
に
つ
な
が
ら
な
い

こ
と
、
資
産
の
保
有
状
況
が
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
も
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

（
２８
）

い
た
。

子
ど
も
の
貧
困
率
算
出
は
、
三
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
国
民
生
活
基
礎
調
査
に

も
と
づ
い
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
子
ど
も
の
貧
困
率
は
一

六
・
三
％
で
あ
り
、
前
回
調
査
よ
り
〇
・
六
ポ
イ
ン
ト
悪
化
し
、
過
去
最
悪
を

更
新
し
た
。
次
回
は
二
〇
一
七
年
七
月
頃
に
、
調
査
結
果
に
も
と
づ
く
子
ど
も

の
貧
困
率
が
発
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

目
標
達
成
の
前
提
と
な
る
実
態
把
握
の
た
め
に
、
野
党
案
で
は
、
子
ど
も
の

貧
困
に
関
す
る
調
査
に
お
け
る
「
経
済
的
指
標
」
と
し
て
、
三
年
ご
と
の
子
ど

も
の
貧
困
率
お
よ
び
ひ
と
り
親
世
帯
等
の
貧
困
率
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

ほ
か
、「
学
習
機
会
に
関
す
る
指
標
」
と
し
て
、
毎
年
、
都
道
府
県
ご
と
の
、

全
世
帯
と
生
活
保
護
世
帯
の
「
①
高
等
学
校
等
進
学
率
、
②
大
学
進
学
率
、
③

高
等
学
校
中
途
退
学
率
、
④
大
学
中
途
退
学
率
、
⑤
高
校
生
の
修
学
旅
行
参
加

率
、
⑥
小
学
生
・
中
学
生
・
高
校
生
の
不
登
校
率
」、
お
よ
び
「
⑦
就
学
援
助

率
」
が
具
体
的
な
調
査
項
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
（
第
３
図
）。

３
節
で
述
べ
る
大
綱
で
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
子
ど
も
の
貧
困
率
、
ひ
と
り

親
世
帯
等
の
貧
困
率
、
生
活
保
護
世
帯
の
①
高
等
学
校
等
進
学
率
、
②
大
学
等

進
学
率
、
③
高
等
学
校
等
中
退
率
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
他
に
、
児
童
養
護
施

設
の
子
ど
も
の
進
学
率
も
指
標
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
児
童
養
護
施
設
に
入
所

し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
進
学
率
を
引
き
上
げ
て
い
く
こ
と
も
、
今
後
の
課
題

で
あ
る
。

�

大
綱
作
成
時
の
有
識
者
・
当
事
者
の
意
見
聴
取

野
党
案
で
は
、
有
識
者
・
当
事
者
等
で
構
成
さ
れ
る
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策

審
議
会
」
の
意
見
を
聴
い
て
、
関
係
閣
僚
で
構
成
さ
れ
る
「
子
ど
も
の
貧
困
対

策
会
議
」
が
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
」
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
大
綱
作
成
時
の
有
識
者
・
当
事
者
の
意
見
聴
取
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
よ

う
に
運
動
体
か
ら
の
強
い
要
望
が
あ
っ
た
事
項
で
あ
る
。

成
立
し
た
子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
に
は
野
党
案
の
よ
う
な
審
議
会
に
つ
い
て

の
規
定
は
無
く
、
関
係
閣
僚
で
構
成
さ
れ
る
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
」
が

大
綱
の
案
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
第
一
章
４
節
�
で
述
べ
た
よ
う

に
、
政
府
が
大
綱
を
作
成
す
る
際
に
は
、「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
し
優
れ

た
見
識
を
有
す
る
者
や
貧
困
の
状
況
に
あ
る
世
帯
に
属
す
る
者
、
こ
れ
ら
を
支

援
す
る
団
体
等
、
関
係
者
の
意
見
を
会
議
で
把
握
し
た
上
で
、
こ
れ
を
作
成
す
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る
こ
と
」
と
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
決
議
さ
（
２９
）

れ
た
。
法
案
提
案
者

お
よ
び
政
府
側
か
ら
も
「
当
事
者
・
支
援
団
体
の
意
見
を
く
み
上
げ
、
大
綱
に

反
映
し
て
い
く
」
と
の
発
言
が
あ
（
３０
）

っ
た
。
意
見
の
反
映
に
つ
い
て
は
、
３
節
以

降
で
も
述
べ
る
。

２

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
に
関
連
す
る
政
令

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
は
、
政
令
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
事
項
が
少
な
い
。
ま

た
、
議
員
提
出
法
案
で
あ
っ
た
た
め
、
政
府
（
内
閣
）
提
出
法
案
の
よ
う
な
法

案
閣
議
決
定
ま
で
の
正
規
の
各
省
折
衝
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
な
か
っ
た
。
こ
の

た
め
、
法
案
提
出
前
の
各
省
折
衝
で
調
整
が
つ
か
ず
政
令
で
規
定
す
る
、
あ
る

い
は
、
法
改
正
手
続
が
必
要
な
法
律
事
項
で
は
な
く
、
閣
議
決
定
だ
け
で
決
め

ら
れ
る
政
令
事
項
に
す
る
と
い
う
技
術
的
テ
ク
ニ
ッ
ク
も
多
用
さ
れ
て
い
な

い
。政

令
で
規
定
さ
れ
た
内
容
は
、
施
行
期
日
を
二
〇
一
四
年
一
月
一
七
日
と
す

る
こ
と
、
大
綱
で
定
め
ら
れ
る
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
の
う
ち
、
子
ど

も
の
貧
困
率
・
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
の
高
等
学
校
等
進
学
率
の
定

義
を
定
め
る
こ
と
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
の
組
織
お
よ
び
運
営
に
関
す
る

こ
と
の
三
点
だ
け
で
あ
る
。

３

子
ど
も
の
貧
困
対
策
大
綱

�

子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
検
討
会

法
第
一
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
大
綱
の
案
は
「
子
ど
も

の
貧
困
対
策
会
議
」
が
作
成
す
る
。
法
施
行
後
、「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会

第１表 子どもの貧困対策に関する検討会 構成員

大塩 孝江 全国母子生活支援施設協議会会長
小河 光治 あしなが育英会奨学課長
○新保 幸男 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授
末冨 芳 日本大学文理学部准教授
�橋 遼平 大学生（日本学生支援機構奨学生、あしなが育英会奨学生）
鉄�智嘉子 全国母子寡婦福祉団体協議会副理事長
道中 隆 関西国際大学教育学部教授
◎宮本みち子 放送大学副学長
山野 則子 大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類教授

（オブザーバー）
大山 典宏 埼玉県福祉部こども安全課養護担当主査
古瀬 清美 荒川区子育て支援部参事 子育て支援課長事務取扱

◎：座長、○：座長代理
（他の意見発表者）
・第２回検討会
阿部 彩 国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部長
片貝 英行 特定非営利活動法人キッズドア 事務局長
耳塚 寛明 国立大学法人お茶の水女子大学理事・副学長
幸重 忠孝 幸重社会福祉士事務所代表
渡辺由美子 特定非営利活動法人キッズドア理事長
・第３回検討会
安藤 哲也 特定非営利活動法人タイガーマスク基金代表理事
湯澤 直美 立教大学コミュニティ福祉学部教授／「なくそう！ 子どもの貧困」全

国ネットワーク共同代表

〔出所〕 内閣府ホームページ。

特集１ 子どもの貧困対策

49



全ての

子供たちが

夢と希望を

持って成長

していける

社会の

実現

第５図 子供の貧困対策大綱の概要

○ 子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の
機会均等を図る。

○ 全ての子供たちが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、子供の貧困対策を総合的に推進する。

指標の改善に向けた当面の重点施策

〈生活の支援〉
○保護者の生活支援
・保護者の自立支援
○子供の生活支援
・児童養護施設等を退所した子供のアフターケアの
推進、子供の居場所づくりに関する支援等
○関係機関が連携した支援体制の整備

・生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関、児
童福祉関係者、教育委員会等の関係機関が連携し
てネットワークを構築
○支援する人員の確保
・社会的養護施設の体制整備、相談職員の資質向
上等 など

〈経済的支援〉
○児童扶養手当と公的年金の併給調整見直し
○ひとり親家庭の支援施策に関する調査研究
○母子福祉資金貸付金等の父子家庭への拡大
○養育費の確保に関する支援

〈施策の推進体制等〉
○対策会議を中心とする政府一体となった取組
○地域の実情を踏まえた自治体の取組の支援
○官公民の連携プロジェクト・国民運動の展開 など

〔出所〕 内閣府「子供の貧困対策に関する大綱について」

〈教育の支援〉
○学校をプラットフォームとした子供の貧困対策の推進
・きめ細かな学習指導による学力保障
・スクールソーシャルワーカーの配置充実

○教育費負担の軽減
・幼児教育の無償化に向けた段階的取組
・高校生等奨学給付金等による経済的負担の軽減
・大学等奨学金事業における無利子奨学金の充
実、より柔軟な「所得連動返還型奨学金制度」
の導入

○貧困の連鎖を防止するための学習支援の推進
○学習が遅れがちな中学生を対象とした学習支援

など

〈保護者に対する就労の支援〉
○ひとり親家庭の親の就業支援
・就業支援専門員の配置による支援等

○生活困窮者や生活保護受給者への就労支援
○保護者の学び直しの支援
○在宅就業に関する支援の推進

〈子供の貧困に関する調査研究等〉
○子供の貧困の実態把握
○子供の貧困に関する新たな指標の開発
○子供の貧困対策に関する情報の収集・蓄積、提供

目的・理念

基本的な方針

○ 貧困の世代間連鎖の解消と積極
的な人材育成を目指す。

○ 第一に子供に視点を置いて、切
れ目のない施策の実施等に配慮す
る。

○ 子供の貧困実態を踏まえて対策
を推進する。

など、１０の基本的な方針

子供の貧困に関する指標

○ 生活保護世帯に属する子供の高
等学校等進学率９０．８％

（平成２５年）
○ スクールソーシャルワーカーの
配置人数 １，００８人（平成２５年度）

○ ひとり親家庭の親の就業率
・母子家庭の就業率：８０．６％

（正規３９．４％、非正規４７．４％）
・父子家庭の就業率：９１．３％

（正規６７．２％、非正規８．０％）
○ 子供の貧困率 １６．３％

（平成２４年）
など、２５の指標
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議
」
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
会
長
と
し
、
内
閣
官
房
長
官
、
子
ど
も
の
貧
困
対

策
担
当
内
閣
府
特
命
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
を
委
員
と
し
て

構
成
さ
れ
た
。

第
一
章
４
節
で
述
べ
た
法
案
審
議
の
際
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
で
の
決

議
を
受
け
て
、
大
綱
の
案
の
作
成
に
資
す
る
た
め
、
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
の

下
で
関
係
者
の
意
見
を
聴
取
す
る
会
議
と
し
て
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す

る
検
討
会
」
が
開
催
さ
れ
、
当
事
者
・
支
援
団
体
関
係
者
も
検
討
会
の
構
成
員

と
な
っ
た
（
第
（
３１
）

１
表
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
運
動
体
が
要
望
し
た
当
事
者
・
支

援
団
体
が
意
見
を
述
べ
る
機
会
は
一
応
確
保
さ
れ
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、

本
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
、
大
綱
に
反
映
さ
れ
た
意
見
も
あ
れ
ば
、

反
映
さ
れ
な
か
っ
た
意
見
も
（
３２
）

あ
る
。

一
一
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
た
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
検
討
会
」

（
座
長
宮
本
み
ち
子
放
送
大
学
副
学
長
）
が
二
〇
一
四
年
四
月
か
ら
六
月
に
四

回
開
催
さ
れ
た
。
六
月
二
〇
日
に
検
討
会
か
ら
「
大
綱
案
に
盛
り
込
む
べ
き
事

項
に
つ
い
て
（
意
見
の
整
理
）」（
以
下
、
検
討
会
の
意
見
と
い
う
）
が
公
表
さ

れ
た
。
六
月
二
一
日
（
土
）
か
ら
六
月
三
〇
日
（
月
）
ま
で
の
わ
ず
か
九
日
間

の
意
見
募
集
で
あ
っ
た
が
、
合
計
四
〇
七
通
の
意
見
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン

ト
）
が
寄
せ
ら
（
３３
）

れ
た
。
子
ど
も
の
貧
困
問
題
へ
の
国
民
の
関
心
の
高
ま
り
を
う

か
が
わ
せ
る
。

二
〇
一
四
年
八
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
大
綱
で
は
、
一
〇
項
目
の
基
本
的
な

方
針
や
、
子
供
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
、
指
標
の
改
善
に
向
け
た
当
面
の
重
点

施
策
と
し
て
教
育
・
生
活
・
保
護
者
の
就
労
・
経
済
の
四
分
野
で
の
支
援
な
ど

が
定
め
ら
れ
た
（
第
５
図
）。
本
節
で
は
、
基
本
的
な
方
針
と
子
ど
も
の
貧
困

に
関
す
る
指
標
に
つ
い
て
述
べ
、
四
分
野
で
の
支
援
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
述

べ
る
。

�

基
本
的
な
方
針

大
綱
に
定
め
ら
れ
た
一
〇
の
基
本
的
な
方
針
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

１

貧
困
の
世
代
間
連
鎖
の
解
消
と
積
極
的
な
人
材
育
成
を
目
指
す
。

２

第
一
に
子
供
に
視
点
を
置
い
て
、
切
れ
目
の
な
い
施
策
の
実
施
等
に
配
慮
す
る
。

３

子
供
の
貧
困
の
実
態
を
踏
ま
え
て
対
策
を
推
進
す
る
。

４

子
供
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
を
設
定
し
、
そ
の
改
善
に
向
け
て
取
り
組
む
。

５

教
育
の
支
援
で
は
、「
学
校
」
を
子
供
の
貧
困
対
策
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
位
置
付

け
て
総
合
的
に
対
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
教
育
費
負
担
の
軽
減
を
図
る
。

６

生
活
の
支
援
で
は
、
貧
困
の
状
況
が
社
会
的
孤
立
を
深
刻
化
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
配
慮
し
て
対
策
を
推
進
す
る
。

７

保
護
者
の
就
労
支
援
で
は
、
家
庭
で
家
族
が
接
す
る
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
や
、
保

護
者
が
働
く
姿
を
子
供
に
示
す
こ
と
な
ど
の
教
育
的
な
意
義
に
も
配
慮
す
る
。

８

経
済
的
支
援
に
関
す
る
施
策
は
、
世
帯
の
生
活
を
下
支
え
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付

け
て
確
保
す
る
。

９

官
公
民
の
連
携
等
に
よ
っ
て
子
供
の
貧
困
対
策
を
国
民
運
動
と
し
て
展
開
す
る
。

１０

当
面
今
後
五
年
間
の
重
点
施
策
を
掲
げ
、
中
長
期
的
な
課
題
も
視
野
に
入
れ
て
継
続

的
に
取
り
組
む
。

基
本
的
な
方
針
１
に
は
、「
貧
困
の
世
代
間
連
鎖
の
解
消
」
が
掲
げ
ら
れ

た
。
教
育
の
支
援
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
５
に
は
、「
学
校
を
子
供
の
貧
困

対
策
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
位
置
付
け
、
①
学
校
教
育
に
よ
る
学
力
保
障
、

②
学
校
を
窓
口
と
し
た
福
祉
関
連
機
関
と
の
連
携
、
③
経
済
的
支
援
を
通
じ

て
、
学
校
か
ら
子
供
を
福
祉
的
支
援
に
つ
な
げ
、
総
合
的
に
対
策
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
教
育
の
機
会
均
等
を
保
障
す
る
た
め
、
教
育
費
負
担
の
軽
減
を
図

る
」
と
あ
る
。

と
く
に
、
義
務
教
育
の
場
で
あ
る
小
中
学
校
は
、
子
ど
も
の
成
長
に
親
以
外

特集１ 子どもの貧困対策
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第２表 子どもの貧困に関する指標

〔出所〕 内閣府「平成２７年度子供の貧困状況と子供の貧困対策の実施状況」。
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第２表 子どもの貧困に関する指標
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の
第
三
者
が
必
ず
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
機
会
で
あ
る
。「
学
校
を
窓

口
と
し
た
福
祉
関
連
機
関
と
の
連
携
」、「
学
校
か
ら
子
供
を
福
祉
的
支
援
に
つ

な
げ
、
総
合
的
に
対
策
を
推
進
す
る
」
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
の
マ

ン
パ
ワ
ー
の
確
保
が
課
題
で
あ
る
。

基
本
的
な
方
針
１０
の
「
当
面
今
後
五
年
間
の
重
点
施
策
」
は
、
法
の
「
こ
の

法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
状
況
を

勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
す
る
」
と
い
う

規
定
（
法
附
則
第
２
条
）
を
踏
ま
え
て
設
定
さ
れ
た
。

�

子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標

法
の
目
的
達
成
の
前
提
と
な
る
実
態
把
握
の
た
め
に
、
大
綱
に
定
め
ら
れ
た

子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
二
五
の
指
標
は
、
第
２
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
大
綱

で
は
、
法
の
野
党
案
に
あ
っ
た
指
標
の
う
ち
、
子
ど
も
の
貧
困
率
、
ひ
と
り
親

世
帯
等
の
貧
困
率
、
生
活
保
護
世
帯
の
高
等
学
校
等
進
学
率
・
高
等
学
校
等
中

退
率
・
大
学
等
進
学
率
・
就
職
率
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
野
党
案
に
は
な
か
っ

た
児
童
養
護
施
設
の
子
ど
も
の
進
学
率
・
就
職
率
も
指
標
と
し
て
採
用
さ
れ

た
。検

討
会
の
意
見
で
は
、
第
二
章
１
節
�
で
述
べ
た
野
党
案
の
数
値
目
標
の
よ

う
に
「
指
標
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
数
値
目
標
を
設
定
し
、
施
策
の
検
証
を

行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
」
と
さ
れ
て
い
（
３４
）

た
が
、
大
綱
で
は
、「（
数
値
目
標

は
）
さ
ら
に
検
討
が
必
要
」
と
の
理
由
で
明
示
が
見
送
ら
（
３５
）

れ
た
。

安
倍
総
理
は
、「
大
綱
で
は
貧
困
率
を
含
む
二
五
項
目
を
指
標
と
し
て
掲
げ

て
お
り
、
ま
ず
は
こ
の
改
善
に
向
け
て
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
く
考
え
」、「
現

在
、
諸
外
国
に
お
け
る
子
供
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
等
に
つ
い
て
情
報
収
集
、

調
査
研
究
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
指
標
に
つ
い
て
よ
り
一
層

体
系
化
す
べ
く
検
証
を
行
う
考
え
で
あ
り
ま
し
て
、
で
き
れ
ば
来
年
度
中
に
新

た
な
指
標
の
開
発
に
向
け
て
一
定
の
方
向
性
を
見
出
し
て
い
き
た
い
」
と
二
〇

一
六
年
に
国
会
で
答
弁
し
て
（
３６
）

い
る
。

野
党
案
で
は
、
都
道
府
県
ご
と
の
就
学
援
助
を
受
け
て
い
る
小
中
学
生
の
割

合
、
生
活
保
護
家
庭
の
子
ど
も
の
不
登
校
率
が
調
査
項
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
た
。
検
討
会
の
意
見
で
も
「
就
学
援
助
制
度
に
つ
い
て
は
、
認
定
基
準
や
対

象
費
目
に
自
治
体
間
格
差
が
あ
り
、
実
態
把
握
等
を
踏
ま
え
、
全
国
的
な
取
組

や
対
象
費
目
等
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
必
要
」
と
指
摘
さ
れ
、「
小
学
校
・
中

学
校
の
不
登
校
状
況
」
も
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
に
挙
げ
ら
れ
て
い

た
。
こ
れ
ら
は
、
二
〇
一
四
年
の
大
綱
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
今
後
の

大
綱
の
改
定
時
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。「
子
供
の
貧
困

に
関
す
る
指
標
」
を
政
策
目
標
と
し
て
明
確
化
し
、
財
源
確
保
を
図
る
べ
き
で

あ
る
。

ま
た
、「
子
供
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
生
活
保
護

世
帯
に
属
す
る
子
供
の
高
等
学
校
等
中
退
率
五
・
三
％
」、「
ひ
と
り
親
家
庭
の

子
供
の
就
園
率
（
保
育
所
・
幼
稚
園
）
七
二
・
三
％
」、「
子
供
の
貧
困
率
一

六
・
三
％
」、「
子
供
が
い
る
現
役
世
帯
の
う
ち
大
人
が
一
人
（
ひ
と
り
親
世

帯
）
の
貧
困
率
五
四
・
六
％
」（
第
２
表
）
に
つ
い
て
は
、
大
綱
に
書
か
れ
た

施
策
で
は
、
こ
れ
ら
の
指
標
の
改
善
方
策
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。
ま
ず

は
、
こ
れ
ら
の
指
標
を
ど
の
よ
う
な
道
筋
で
改
善
す
る
か
と
い
う
調
査
研
究
を

深
め
、
関
係
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

大
綱
に
書
か
れ
た
「
子
供
の
貧
困
対
策
を
今
後
さ
ら
に
適
切
に
推
進
し
て
い

く
た
め
、
必
要
と
な
る
新
た
な
指
標
の
開
発
に
向
け
た
調
査
研
究
」
の
た
め

に
、
英
米
仏
独
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
等
に
つ
い
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て
情
報
収
集
・
調
査
研
究
が
行
わ
（
３７
）

れ
た
。
こ
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
日
本
と
同
じ

よ
う
に
子
ど
も
の
貧
困
に
特
化
し
た
法
律
が
あ
る
の
は
イ
ギ
リ
ス
の
み
で
あ
っ

た
。Ｅ

Ｕ
に
お
い
て
は
、
物
質
的
�
奪
指
標
と
し
て
、
そ
の
国
で
一
般
的
に
誰
も

が
持
っ
て
い
た
り
、
受
け
ら
れ
た
り
す
る
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
持
っ
て
い
な
か
っ

た
り
、
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
の
有
無
を
調
査
し
て
い
る
。
と
く

に
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
子
ど
も
に
関
す
る
指
標
が
あ
り
、「
修
学
旅
行
に
行
く
」

な
ど
の
項
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
成
立
し
な
か
っ
た
子
ど
も
の
貧
困
対
策
法

の
野
党
案
に
は
、
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
と
し
て
「
高
校
生
の
修
学
旅

行
参
加
率
」
の
調
査
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
定
時
制
高
校
な
ど
で
は
、
修
学
旅

行
参
加
者
が
ク
ラ
ス
の
半
分
以
下
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
中
学
生
で
も
経
済
的

な
理
由
に
よ
る
修
学
旅
行
不
参
加
が
（
３８
）

あ
る
。
修
学
旅
行
参
加
の
実
態
に
つ
い
て

調
査
し
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
る
修
学
旅
行
不
参
加
が
な
い
よ
う
支
援
が
行
き

渡
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
章

法
制
定
後
の
状
況
と
今
後
の
課
題

１

重
点
施
策
に
関
す
る
国
の
取
り
組
み

本
節
で
は
、
大
綱
に
掲
げ
ら
れ
た
重
点
施
策
に
関
す
る
国
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
、
各
年
度
の
予
算
要
求
の
動
き
と
、
大
綱
の
基
本
的
な
方
針
に
位
置
づ
け

ら
れ
た
官
民
の
連
携
運
動
で
あ
る
「
子
供
の
未
来
応
援
国
民
運
動
」
を
中
心
に

紹
介
す
る
。

�

二
〇
一
四
年
度
の
動
き

法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
教
育
支
援
・
生
活
支
援
・
保
護
者
の
就
労
支
援
・
経

済
的
支
援
の
四
本
柱
が
二
〇
一
四
年
八
月
の
「
子
供
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
大

綱
」
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
の
改
善
に
向
け
た
当
面
の
重

点
施
策
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
大
綱
を
踏
ま
え
た
二
〇
一
五
年
度
の
概
算

要
求
は
、
大
学
等
奨
学
金
な
ど
教
育
の
支
援
（
計
三
三
三
九
・
七
億
円
）、
保

護
者
へ
の
就
労
の
支
援
（
計
二
・
三
億
円
）、
施
策
の
推
進
体
制
（
二
億
円
）

を
あ
わ
せ
て
三
三
四
四
億
円
で
あ
り
（
第
３
表
）、
大
学
等
奨
学
金
三
一
九
六

億
円
を
除
く
と
残
り
は
一
四
八
億
円
に
過
ぎ
な
か
（
３９
）

っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
重
点
施
策
に
掲
げ
ら
れ
た
各
支
援
が
ど
の
よ
う
に
指
標
を
改

善
す
る
の
か
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
配
置
な
ど
一
部
を
除
い
て

明
確
で
は
な
い
。「
経
済
的
支
援
」
に
つ
い
て
は
、
新
規
施
策
が
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
。
検
討
会
の
意
見
で
は
、
児
童
扶
養
手
当
の
拡
充
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た

が
、
財
源
の
見
通
し
が
立
た
な
い
こ
と
を
主
な
理
由
に
二
〇
一
五
年
度
予
算
で

は
見
送
ら
（
４０
）

れ
た
。

�

二
〇
一
五
年
度
の
動
き

二
〇
一
六
年
度
の
予
算
確
保
の
た
め
に
、
二
〇
一
四
年
か
ら
開
催
さ
れ
て
い

た
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
副
大
臣
等
会
議
」
を
引
き
継
ぐ
「
す
べ
て

の
子
ど
も
の
安
心
と
希
望
の
実
現
に
向
け
た
副
大
臣
等
会
議
」
が
二
〇
一
五
年

八
月
か
ら
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
は
、
官
房
副
長
官
を
議
長
に
内
閣
府
・
総

務
・
法
務
・
文
部
科
学
・
厚
生
労
働
・
国
土
交
通
の
各
副
大
臣
と
警
察
庁
次
長

で
構
成
さ
れ
、
会
議
の
事
務
は
厚
生
労
働
省
の
協
力
を
得
て
内
閣
官
房
で
行
わ

特集１ 子どもの貧困対策
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第３表 指標の改善に向けた当面の重点施策

〈教育の支援〉
◎ 学校を子供の貧困対策のプラットフォームとして位置付け
（スクールソーシャルワーカーの配置拡充など）
（平成２７年度概算要求：１３．２億円）（目標：約１，５００人⇒ 約１万人（５年後）
◎ 高校生等奨学給付金の拡充（１５年度概算要求：１１６億円）
◎ より柔軟な『所得連動返還型奨学金制度』の導入に向けた対応の加速（開始時期：１７
年度進学者から適用）、無利子奨学金の拡充（３万人増（うち新規貸与人員２万人増））
（１５年度概算要求無利子奨学金事業費：３，１９６億円（※））※この他被災世帯学生等分４８
億円
◎ 貧困の連鎖を防止するための学習支援の推進
・生活困窮世帯等の子供の学習支援（年末までの予算編成過程で検討）
・児童養護施設等で暮らす子供の学習支援（１５年度概算要求：６．９億円（※））※児童虐
待・ＤＶ対策等総合支援事業（統合補助金）の概算要求額５０．０億円の内数

・ひとり親家庭の子供の学習支援（平成２７年度概算要求：４．９億円（※））※母子家庭等
対策総合支援事業（統合補助金）の概算要求額８１．８億円の内数

◎ 学習が遅れがちな中学生を対象とした学習支援（平成２７年度概算要求：２．７億円
（※）※学校・家庭・地域の連携協力推進事業の概算要求額５６．６億円の内数
（目標：７００中学校区（公立全中学校の７％）⇒５，０００中学校区（同５０％）（５年後））

など
〈生活の支援〉
○保護者の生活支援
・保護者の自立支援
○子供の生活支援
・児童養護施設等を退所した子供のアフターケアの推進、子供の居場所づくりに関する
支援等

○関係機関が連携した支援体制の整備
・生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関、児童福祉関係者、教育委員会等の関係
機関が連携してネットワークを構築

○支援する人員の確保
・社会的養護施設の体制整備、相談職員の資質向上等など

〈保護者に対する就労の支援〉
○ひとり親家庭の親の就業支援・就業支援専門員の配置による支援等
○生活困窮者や生活保護受給者への就労支援
◎ 保護者の学び直しの支援（１５年度概算要求：２．３億円（※））※母子家庭等対策総合
支援事業（統合補助金）の概算要求額８１．８億円の内数

○在宅就業に関する支援の推進など

〈経済的支援〉
○児童扶養手当と公的年金の併給調整見直し
○ひとり親家庭の支援施策に関する調査研究
○母子福祉資金貸付金等の父子家庭への拡大
○養育費の確保に関する支援など

〈施策の推進体制〉
◎ 官公民の連携プロジェクト・国民運動の展開「子供の夢応援プロジェクト」（仮称）
（１５年度概算要求：２億円）など

注：◎は、大綱を踏まえた２０１５年度概算要求事項。

〔出所〕 内閣府「子供の貧困対策に関する大綱について」２０１４年８月、内閣府・文部科学省・厚
生労働省「大綱を踏まえた平成２７年度概算要求について」２０１４年８月。
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（
４１
）

れ
た
。
こ
の
会
議
で
、「
ひ
と
り
親
家
庭
・
多
子
世
帯
等
自
立
応
援
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
お
よ
び
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
か
ら
な
る
「
す

べ
て
の
子
ど
も
の
安
心
と
希
望
の
実
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
取
り
ま
と
め
ら

れ
、「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
」
で
決
定
さ
れ
た
。

「
ひ
と
り
親
家
庭
・
多
子
世
帯
等
自
立
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
踏
ま
え

て
、
二
〇
一
六
年
通
常
国
会
に
児
童
扶
養
手
当
法
改
正
案
が
提
出
さ
れ
、
ひ
と

り
親
家
庭
の
な
か
で
も
多
子
世
帯
に
対
す
る
支
援
額
が
、
第
二
子
一
万
円
、
第

三
子
六
〇
〇
〇
円
と
倍
増
さ
れ
た
。
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
約

一
〇
六
万
世
帯
の
う
ち
、
第
二
子
加
算
の
対
象
世
帯
は
約
三
三
万
世
帯
、
第
三

子
加
算
の
対
象
世
帯
は
約
一
〇
万
世
帯
で
あ
る
。
必
要
額
の
う
ち
、
国
が
三
分

の
一
を
負
担
し
、
残
り
を
自
治
体
が
負
担
す
る
。

二
〇
一
六
年
度
の
子
ど
も
の
貧
困
対
策
予
算
と
し
て
、
教
育
の
支
援
、
生
活

の
支
援
、
保
護
者
に
対
す
る
就
労
の
支
援
、
経
済
的
支
援
、
調
査
研
究
・
施
策

の
推
進
体
制
等
、
多
く
の
施
策
が
掲
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
五
年
度
と

比
べ
て
増
額
予
算
と
な
っ
た
項
目
は
、
児
童
扶
養
手
当
（
約
二
八
億
円
）、
低

所
得
の
多
子
世
帯
・
ひ
と
り
親
世
帯
の
保
育
料
保
護
者
負
担
の
軽
減
（
約
二
二

億
円
）、
高
校
生
等
が
い
る
低
所
得
世
帯
の
授
業
料
以
外
の
教
育
費
負
担
を
軽

減
す
る
高
校
生
等
奨
学
給
付
金
（
約
五
二
億
円
増
）
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
い

た
。一

方
、
高
校
生
等
修
学
支
援
金
は
、
年
収
約
九
一
〇
万
円
以
上
の
世
帯
へ
の

所
得
制
限
が
導
入
さ
れ
た
二
〇
一
四
年
度
に
入
学
し
た
学
年
が
三
年
生
に
進
級

し
、
二
〇
一
五
年
度
と
比
べ
て
大
幅
な
減
額
予
算
と
な
っ
た
。
所
得
制
限
に
よ

っ
て
所
得
の
把
握
事
務
が
増
え
た
こ
と
な
ど
に
対
す
る
約
一
〇
億
円
の
事
務
費

交
付
金
の
増
額
が
あ
り
、
差
し
引
き
約
一
二
五
億
円
の
減
額
予
算
と
な
る
。
所

得
制
限
に
よ
る
減
額
の
七
％
強
が
、
所
得
制
限
に
よ
っ
て
増
え
た
事
務
コ
ス
ト

に
消
え
て
し
ま
う
の
は
、
所
得
制
限
の
導
入
の
大
き
な
デ
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

し
か
し
、
新
た
な
財
源
が
な
い
状
況
で
は
、
所
得
制
限
の
導
入
に
よ
る
予
算
の

減
額
が
、
他
の
項
目
の
増
額
の
た
め
の
財
源
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
所
得
制
限
の
導
入
に
よ
っ
て
、
所
得
の
証
明
に
関
す
る
申
請
書
類
が

提
出
で
き
な
い
ネ
グ
レ
ク
ト
な
ど
の
事
情
を
抱
え
た
家
庭
の
高
校
生
が
修
学
支

援
金
の
対
象
外
と
な
り
、
授
業
料
の
未
納
が
生
じ
る
事
態
も
招
い
て
い
る
。
普

遍
的
な
給
付
を
行
わ
な
い
こ
と
の
弊
害
を
考
慮
し
て
、
制
度
設
計
を
再
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

�

二
〇
一
六
年
度
の
動
き

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
で
は
、
毎
年
、
子
ど
も
の
貧
困
の
状
況
を
公
表
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
第
七
条
）。「
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
」
の
う

ち
、
生
活
保
護
世
帯
の
高
等
学
校
等
進
学
率
が
大
綱
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
二
〇

一
三
年
度
の
数
値
よ
り
二
〇
一
五
年
度
は
二
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
全
日
制
・
定
時
制
・
通
信
制
な
ど
へ
の
進
学
率
は
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
、
特
別

支
援
学
校
高
等
部
へ
の
進
学
率
が
二
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
い
る
（
第
２
表
）。

経
済
的
困
難
を
抱
え
る
世
帯
に
、
障
が
い
と
い
う
困
難
が
重
複
し
て
い
る
こ
と

が
少
な
く
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
、
全
世
帯
と
比
べ
て
生
活
保
護
世
帯
の
子
ど
も
の
進
路
は
、
特
別
支
援

学
校
高
等
部
の
み
な
ら
ず
、
定
時
制
・
通
信
制
・
専
修
学
校
高
等
課
程
な
ど
が

多
く
選
ば
れ
、
中
退
率
も
高
い
。

二
〇
一
七
年
度
の
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
予
算
案
を
み
る
と
、
予
算

額
が
大
き
い
主
な
項
目
は
、
教
育
の
支
援
に
お
け
る
「
高
等
学
校
等
就
学
支
援

金
交
付
金
等
の
拡
充
」
三
七
〇
三
・
六
億
円
、「
大
学
等
進
学
の
無
利
子
奨
学

金
の
拡
充
」
一
〇
三
三
・
〇
億
円
で
あ
り
、
既
存
事
業
の
拡
充
を
子
ど
も
の
貧
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第４表 子どもの２０１５年度未来応援ネットワーク事業採択団体一覧

所在地

大 阪 府

大 阪 府

大 阪 府

大 阪 府

大 阪 府

大 阪 府

大 阪 府

大 阪 府

兵 庫 県

兵 庫 県

島 根 県

広 島 県

広 島 県

山 口 県

福 岡 県

福 岡 県

福 岡 県

長 崎 県

宮 崎 県

鹿児島県

〔出所〕 内閣府「子供の貧困対策に関する有識者会議〔第２回〕資料４」。

団体名

多文化共生センター大阪

トイボックス

とよなか ESD ネットワー
ク

西淀川子どもセンター

認定ＮＰＯ法人ＤＸＰ

寝屋川市民たすけあいの会

ハートフレンド

ヒューマンワークアソシエ
ーション

こどもサポートセンター

チャンス・フォー・チルド
レン

ＹＣスタジオ

学校教育開発研究所

「食べて語ろう会」

山口せわやきネットワーク

エデュケーションエーキュ
ーブ

長住団地自治会

抱樸

せかい卵

らしくサポート

鹿児島ボランティアバンク

所在地

山 梨 県

山 梨 県

長 野 県

静 岡 県

静 岡 県

静 岡 県

愛 知 県

愛 知 県

愛 知 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

京 都 府

大 阪 府

大 阪 府

大 阪 府

大 阪 府

大 阪 府

大 阪 府

大 阪 府

大 阪 府

団体名
全国フードバンク推進協議
会

育みの会

ＮＰＯホットライン信州

サステナブルネット

ブリッジハートセンター夏
海

POPOLO

子育て支援を考える会
TOKOTOKO
こどもサポートネットあい
ち
再非行防止サポートセンタ
ー愛知

全国子ども福祉センター

Shining

Links

マキシマネットワーク

山科醍醐こどものひろば

あっとすくーる

ｅトコ・プロジェクト

大阪里親連合会岸和田支援
どんぐり会

おおさか若者就労支援機構

キャリアブリッジ

子どもセンターぬっく

子どもデザイン教室

こどもの里

所在地

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

神奈川県

神奈川県

神奈川県

神奈川県

神奈川県

神奈川県

団体名

くにたち地域コラボ

ここからプロジェクト

桜台こども食堂

セカンドハーベスト・ジャ
パン
全国子どもの貧困・教育支
援団体協議会
ソーシャル・アーティス
ト・ネットワーク

育て上げネット

地域教育ネット

チャイルドライン支援セン
ター

稲門寺小屋西東京

豊島子ども WAKUWAKU
ネットワーク

ドリームタウン

ピアサポートネットしぶや

ブリッジフォースマイル

ほっこり家族

学び塾「猫の足あと」

鎌倉てらこや

全国てらこやネットワーク

小さな森の学校

パノラマ

フェアスタートサポート

六浦東・まち交流ステーシ
ョン委員会

所在地

北 海 道

岩 手 県

岩 手 県

宮 城 県

宮 城 県

宮 城 県

宮 城 県

宮 城 県

宮 城 県

宮 城 県

福 島 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

千 葉 県

東 京 都

東 京 都

東 京 都

団体名

Kacotam

フードバンク岩手

もりおかユースポート

アスイク

せんだいこども食堂

鶴が丘一丁目町会

ロージーベル

亘理いちごっこ

STORIA

TEDIC

KAKE COMI

ビーンズふくしま

ひたちＮＰＯセンター・
With You

栃木県若年者支援機構

とちぎボランティアネット
ワーク

ヤング・アシスト

青少年自助自立支援機構

生活困窮・ホームレス自立
支援ガンバの会

ダイバーシティ工房

葛飾区次世代育成支援団体
ハーフタイム

キッズドア

教育支援グローバル基金
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困
対
策
と
し
て
ま
と
め
た
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
支

援
が
ど
の
指
標
を
ど
の
よ
う
に
改
善
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
は
、
依
然
明
確

で
は
な
い
。

�

子
供
の
未
来
応
援
国
民
運
動

国
の
財
源
確
保
が
難
し
い
状
況
下
に
お
い
て
、
国
民
運
動
の
展
開
に
よ
り
民

間
資
金
を
集
め
て
日
本
財
団
に
「
子
供
の
未
来
応
援
基
金
」
を
つ
く
り
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
等
支
援
団
体
へ
の
助
成
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
綱
の
基
本
的
な
方

針
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

二
〇
一
五
年
度
は
、
施
策
の
推
進
体
制
と
し
て
二
億
円
の
予
算
を
確
保
し
な

が
ら
、
約
六
〇
〇
〇
万
円
の
寄
付
し
か
集
ま
ら
な
か
（
４２
）

っ
た
。「
国
の
責
任
で
子

ど
も
の
貧
困
を
解
消
す
る
決
意
を
明
示
し
、
行
政
と
民
間
の
役
割
分
担
を
明
確

化
す
る
必
要
が
あ
（
４３
）

ろ
う
」
と
の
批
判
は
当
然
で
あ
る
。

そ
の
後
、「
子
供
の
未
来
応
援
基
金
」
に
は
、
約
七
億
一
一
〇
一
万
円
が
集

ま
っ
た
（
二
〇
一
六
年
一
一
月
二
七
日
（
４４
）

時
点
）。
こ
の
基
金
の
二
〇
一
六
年
度

の
支
援
先
に
八
六
団
体
が
選
ば
れ
（
第
４
表
）、
支
援
総
額
は
約
三
億
一
五
〇

〇
万
円
、
一
団
体
当
た
り
平
均
三
六
七
万
円
と
な
（
４５
）

っ
た
。
五
三
五
団
体
か
ら
支

援
の
応
募
が
あ
り
、
採
択
率
は
約
一
六
％
と
い
う
厳
し
い
結
果
と
な
っ
た
。

ま
た
、
採
択
さ
れ
た
八
六
団
体
の
所
在
地
は
、
上
位
五
県
が
東
京
都
一
九
団

体
、
大
阪
府
一
六
団
体
、
宮
城
県
七
団
体
、
神
奈
川
県
六
団
体
、
愛
知
県
四
団

体
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
五
県
で
採
択
さ
れ
た
団
体
の
約
六
割
を
占
め
て
い

る
。
採
択
さ
れ
た
団
体
の
な
か
に
は
全
国
展
開
を
し
て
い
る
団
体
も
あ
る
が
、

採
択
団
体
が
一
団
体
も
な
か
っ
た
県
も
四
国
全
県
な
ど
二
〇
県
に
の
ぼ
っ
た
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
支
援
団
体
に
と
っ
て
民
間
の
資
金
に
は
柔
軟
な
運
用
が
可
能
で
あ

る
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
が
盛
ん
な
地
域
と
そ
う
で
な
い

地
域
の
格
差
も
生
じ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
官
民
の
役
割
分
担
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
。

２

地
方
自
治
体
の
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画

地
方
自
治
体
の
子
ど
も
の
貧
困
対
策
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
本
節
で
は

法
律
で
都
道
府
県
が
作
成
す
る
こ
と
が
努
力
義
務
と
な
っ
て
い
る
「
子
ど
も
の

貧
困
対
策
計
画
」
を
中
心
に
紹
介
す
る
。

�

都
道
府
県
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画

国
が
定
め
る
大
綱
の
ほ
か
「
都
道
府
県
は
、
大
綱
を
勘
案
し
て
、
当
該
都
道

府
県
に
お
け
る
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
の
計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
、
都
道
府
県
に
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
」
策
定
の

努
力
義
務
が
課
さ
れ
た
（
第
九
条
）。
二
〇
一
七
年
三
月
ま
で
に
、
す
べ
て
の

都
道
府
県
で
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
」
が
策
定
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

全
国
四
七
都
道
府
県
の
う
ち
、
二
九
道
府
県
は
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
推
進

計
画
」
な
ど
の
名
称
で
計
画
を
策
定
（
予
定
も
含
む
）
し
た
が
、
残
り
一
八
都

府
県
は
子
ど
も
の
貧
困
対
策
以
外
の
内
容
も
含
む
子
ど
も
・
子
育
て
に
関
す
る

総
合
計
画
の
一
部
と
し
て
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
」
を
策
定
し
て
い
る
。

長
野
県
は
、
二
〇
一
五
年
に
子
ど
も
・
子
育
て
に
関
す
る
総
合
計
画
の
一
部

と
し
て
策
定
し
た
が
、
二
〇
一
六
年
に
三
六
頁
に
わ
た
り
「
子
ど
も
の
貧
困
対

策
推
進
計
画
」
も
策
定
し
た
。
総
合
計
画
の
一
部
と
し
て
、
わ
ず
か
二
頁
し
か

記
載
の
な
い
県
も
見
受
け
ら
れ
る
。
単
独
計
画
に
な
り
得
る
く
ら
い
に
、
計
画

に
盛
り
込
む
施
策
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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�

市
町
村
に
よ
る
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
」

保
育
所
・
小
中
学
校
・
生
活
保
護
・
就
学
援
助
な
ど
子
ど
も
の
貧
困
に
か
か

わ
る
行
政
の
運
用
の
多
く
が
、
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
。
二
〇
一
七
年
三
月
ま
で
に
一
五
の
政
令
指
定
都
市
が
子
ど
も
の
貧
困
対
策

計
画
を
策
定
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
重
要
な
子
ど
も
の
貧
困
対
策
で
あ
る
就
学
援
助
は
、
各
市
町
村

が
独
自
に
基
準
を
定
め
て
実
施
し
て
い
る
。
支
援
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
県
ほ
ど
県

下
の
市
町
村
の
財
政
状
況
が
厳
し
い
現
状
を
考
え
（
４６
）

る
と
、「
都
道
府
県
子
ど
も

の
貧
困
対
策
計
画
」
だ
け
で
は
、
市
町
村
に
よ
る
就
学
援
助
の
動
向
を
政
策
的

に
誘
導
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

子
ど
も
に
関
す
る
市
町
村
の
施
策
に
は
、
す
で
に
「
児
童
福
祉
法
」
に
も
と

づ
く
市
町
村
の
「
子
育
て
支
援
事
業
」、「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
」
に
も
と

づ
く
「
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
な
ど
が
あ
る
。
子
ど
も
の

貧
困
対
策
の
観
点
か
ら
、
市
町
村
の
既
存
の
事
業
・
計
画
を
見
直
す
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
市
町
村
も
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
を
策
定
す
る
よ
う
、
子

ど
も
の
貧
困
対
策
法
に
明
記
す
る
必
要
が
あ
る
。

３

今
後
の
課
題

�

国
の
責
務
と
し
て
の
地
域
格
差
の
是
正

子
ど
も
の
貧
困
の
状
況
に
は
地
域
差
が
大
き
い
。
離
婚
率
・
ひ
と
り
親
率

は
、
地
域
の
経
済
力
（
た
と
え
ば
県
下
の
市
町
村
の
財
政
力
指
数
の
高
低
）
と

の
相
関
が
う
か
が
わ
（
４７
）

れ
る
。
ひ
と
り
親
率
が
高
く
子
ど
も
へ
の
支
援
が
必
要
な

県
ほ
ど
県
下
の
市
町
村
の
財
政
が
苦
し
い
傾
向
が
あ
り
、
こ
の
自
治
体
の
財
政

力
な
ど
の
差
が
、
生
活
保
護
・
就
学
援
助
の
捕
捉
率
の
差
を
含
め
、
子
ど
も
の

貧
困
対
策
の
地
域
格
差
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
。
子
ど
も
の
貧

困
対
策
大
綱
の
内
容
は
、
住
ん
で
い
る
自
治
体
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
援
が
必
要

な
国
民
だ
れ
も
が
受
け
ら
れ
る
最
低
限
の
基
準
、
国
が
保
障
す
べ
き
ナ
シ
ョ
ナ

ル
ミ
ニ
マ
ム
で
あ
る
。
国
に
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
地
域
格
差
を
調
査

し
、
解
消
す
る
責
任
が
あ
る
。

文
部
科
学
省
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
と
し
て
「
幼
児
期
か
ら
高
等
教
育
段

階
ま
で
切
れ
目
の
な
い
教
育
費
負
担
の
軽
減
を
目
指
す
」
と
し
て
（
４８
）

い
る
。
低
所

得
の
多
子
世
帯
・
ひ
と
り
親
世
帯
の
保
育
料
保
護
者
負
担
の
軽
減
事
業
、
高
校

生
等
奨
学
給
付
金
事
業
、
大
学
等
奨
学
金
事
業
は
、
全
国
的
な
基
準
で
行
わ
れ

る
が
、
小
中
学
生
の
教
育
費
負
担
の
軽
減
と
し
て
主
要
な
事
業
で
あ
る
就
学
援

助
は
全
国
的
な
基
準
が
な
く
、
市
町
村
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
。

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
公
立
小
中
学
生
の
約
六
人
に
一
人
の
子
ど
も
が

就
学
援
助
に
よ
る
支
援
を
受
け
て
い
る
。
就
学
援
助
を
受
け
る
小
中
学
生
は
、

全
国
で
約
一
五
四
万
人
に
の
ぼ
る
（
巻
頭
色
刷
り
第
３
図
）。
市
町
村
独
自
の

基
準
と
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
就
学
援
助
制
度
に
は
、
大
き
な
市
町
村

格
差
が
存
在
す
る
。
市
町
村
ご
と
に
受
給
で
き
る
所
得
水
準
や
受
給
し
た
場
合

の
支
給
額
な
ど
が
異
な
っ
て
お
り
、
地
域
に
よ
る
制
度
の
運
用
方
法
の
差
が
大

き
い
。
経
済
的
理
由
で
給
食
費
の
滞
納
や
未
納
が
多
い
自
治
体
で
も
、
支
給
対

象
者
が
厳
し
く
限
定
さ
れ
て
い
た
り
、
学
校
に
お
け
る
周
知
へ
の
取
り
組
み
の

差
な
ど
に
よ
っ
て
就
学
援
助
制
度
自
体
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ

っ
た
り
す
る
。

大
綱
の
「
教
育
の
支
援
」
で
は
、
就
学
援
助
に
つ
い
て
「
国
と
し
て
就
学
援

助
の
実
施
状
況
等
を
定
期
的
に
調
査
し
、
公
表
す
る
と
と
も
に
、「
就
学
援
助

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
（
仮
称
）」
を
整
備
す
る
な
ど
、
就
学
援
助
の
適
切
な
運
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用
、
き
め
細
か
な
広
報
等
の
取
組
を
促
し
、
各
市
町
村
に
お
け
る
就
学
援
助
の

活
用
・
充
実
を
図
る
」
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
各
市
町
村
に
お
け

る
就
学
援
助
制
度
に
関
す
る
周
知
状
況
の
指
標
な
ど
が
改
善
す
る
こ
と
を
期
待

し
た
い
が
、
現
状
の
「
就
学
援
助
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
の
内
容
は
分
か
り
に
く

く
、
情
報
の
更
新
も
迅
速
と
は
い
え
（
４９
）

な
い
。

中
学
生
に
な
る
と
、
制
服
・
通
学
費
、
ク
ラ
ブ
活
動
費
、
修
学
旅
行
費
な
ど

学
校
関
係
の
支
出
が
年
平
均
一
七
万
円
と
な
り
、
小
学
生
を
七
万
円
以
上
上
回

る
（
巻
頭
色
刷
り
第
（
５０
）

４
図
）。
給
食
費
の
未
納
率
も
、
小
学
校
〇
・
八
％
に
対

し
て
中
学
校
は
一
・
二
％
（
二
〇
一
二
年
度
）
と
い
う
よ
う
に
、
常
に
中
学
校

の
未
納
率
が
（
５１
）

高
く
、
中
学
生
に
対
す
る
支
援
の
必
要
性
が
高
い
。
給
食
費
未
納

に
つ
い
て
は
、
親
の
モ
ラ
ル
を
非
難
し
て
終
わ
る
の
で
は
な
く
、「
子
供
の
貧

困
対
策
大
綱
」
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
子
供
に
視
点
を
置
い
て
」「
学

校
を
窓
口
」
と
し
て
、
子
ど
も
の
い
る
家
庭
を
福
祉
的
支
援
に
つ
な
げ
る
ス
ク

ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

大
綱
に
は
、「
学
校
を
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
た
総
合
的
な
子
供
の
貧
困

対
策
」
が
書
か
れ
、「
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
配
置
人
数
」
は
、

指
標
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
文
部
科
学
省
は
、
二
〇
一
九
年
ま
で
に
全
中
学

校
区
に
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
を
配
置
す
る
（
一
万
人
）
目
標
を
掲

げ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
の
補
助
は
週
一
回
半
日
の
勤
務
の
三
分
の
一
に
限
ら

れ
自
治
体
負
担
も
必
要
な
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
五
年
度
で
一
四
〇
〇
人
程
度
の

人
数
を
四
年
間
で
一
万
人
ま
で
増
員
す
る
こ
と
は
相
当
に
困
難
で
（
５２
）

あ
る
。
ま

た
、
大
綱
に
書
か
れ
た
「
学
校
を
窓
口
と
し
て
、
貧
困
家
庭
の
子
供
た
ち
等
を

早
期
の
段
階
で
生
活
支
援
や
福
祉
制
度
に
つ
な
げ
て
い
く
」
た
め
に
は
、
配
置

す
る
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
勤
務
を
フ
ル
タ
イ
ム
に
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

�

就
学
援
助
制
度
の
改
善

二
〇
一
三
年
の
生
活
保
護
法
改
正
に
よ
る
生
活
保
護
基
準
の
引
き
下
げ
に
伴

い
、
就
学
援
助
へ
の
影
響
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
自
治
体
の
自
由
記

述
欄
に
次
の
よ
う
な
回
答
が
あ
っ
た
。「
法
的
根
拠
等
を
踏
ま
え
、
支
給
要
綱

に
基
づ
き
就
学
援
助
を
行
っ
て
い
る
。
就
学
援
助
制
度
は
一
般
財
源
化
さ
れ
、

各
自
治
体
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
生
活
保
護
の
影
響
回
避
に

つ
い
て
国
か
ら
要
請
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
全
国
一
律
の
方
針
を
示
し
、
制
度

設
計
す
べ
き
と
考
え
（
５３
）

ま
す
」。
財
源
確
保
に
苦
労
す
る
自
治
体
担
当
者
と
し
て

当
然
の
意
見
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
就
学
が
困
難
な
子
ど
も
に
対
す
る
支
援
と
し
て
、
生

活
保
護
の
教
育
扶
助
と
就
学
援
助
制
度
を
統
一
さ
れ
た
理
念
の
下
に
一
本
化
す

る
新
し
い
制
度
を
設
け
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
憲
法
お
よ
び
教
育

基
本
法
に
も
と
づ
く
教
育
の
機
会
均
等
に
関
す
る
国
の
責
任
、
子
ど
も
の
貧
困

対
策
法
に
も
と
づ
く
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
国
の
責
任
な
ら
び
に
財
源

保
障
の
観
点
か
ら
は
、
就
学
援
助
を
国
の
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
直
し
、
生
活

保
護
の
他
法
優
先
の
一
般
原
則
に
な
ら
い
、
教
育
扶
助
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
を

検
討
す
べ
き
で
（
５４
）

あ
る
。

と
く
に
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
小
中
学
生
の
修
学
旅
行
費
は
、
別
途
就

学
援
助
を
申
請
し
な
け
れ
ば
支
援
が
受
け
ら
れ
な
い
。
支
援
が
必
要
な
子
ど

も
・
保
護
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
厚
生
労
働
省
と
文
部
科
学
省
は
生
活
保
護
と

就
学
援
助
の
制
度
間
の
調
整
を
図
り
、
煩
雑
な
申
請
を
必
要
と
す
る
制
度
自
体

を
改
善
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
厚
生
労
働
省
は
、
自
治
体
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
相
談
窓
口
に
お
い

て
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
寄
り
添
い
型
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備

特集１ 子どもの貧困対策
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す
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。
忙
し
い
ひ
と
り
親
家
庭
に
と
っ
て
、
支
援
の
申
請

手
続
こ
そ
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
行
え
る
よ
う
制
度
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。
全

国
の
市
町
村
の
七
割
以
上
で
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
家
庭
に
小
中

学
生
が
い
れ
ば
、
就
学
援
助
も
受
給
で
（
５５
）

き
る
。
し
か
し
、
児
童
扶
養
手
当
は
福

祉
部
局
、
就
学
援
助
は
教
育
委
員
会
と
、
同
じ
市
役
所
内
で
も
担
当
課
が
異
な

り
、
手
続
を
別
々
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
ど
ち
ら
か
を
申
請
し
た
ひ
と
り
親
家

庭
が
、
も
う
一
方
の
申
請
を
し
た
か
ど
う
か
漏
れ
が
な
い
か
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク

が
行
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
い
。
申
請
手
続
の
一
本
化
が
望
ま
れ
る
が
、
ま
ず
は

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
就
学
援
助
申
請
手
続
の
支
援
も
行
う
必
要
が
あ
る
。

�

食
生
活
へ
の
支
援

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
成
立
後
、
各
地
で
子
ど
も
が
無
料
あ
る
い
は
一
〇
〇

円
以
下
な
ど
安
い
値
段
で
食
事
が
で
き
る
「
子
ど
も
食
堂
」
を
つ
く
る
動
き
が

あ
る
。
全
国
で
三
〇
〇
ヵ
所
以
上
開
設
さ
れ
た
と
も
報
じ
ら
れ
て
（
５６
）

い
る
。

大
綱
に
お
い
て
も
「
子
供
の
食
事
・
栄
養
状
態
の
確
保
」
が
重
点
施
策
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
が
、
学
校
給
食
に
お
け
る
公
立
中
学
校
の
完
全
給
食
実
施
率

は
、
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
大
綱

の
策
定
時
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
も
「
給
食
は
、
貧
困
に
苦
し
む

世
帯
に
属
す
る
子
供
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
中
学
校
の
給
食

制
の
導
入
を
目
標
に
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
夏
季
、
冬
季
及
び
春
季
の
学
校

休
暇
中
の
学
童
保
育
の
給
食
制
導
入
を
合
わ
せ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い

う
意
見
が
あ
（
５７
）

っ
た
。

「
子
ど
も
食
堂
」
だ
け
で
な
く
、
既
存
の
「
学
童
保
育
」「
放
課
後
教
室
」

「
児
童
館
」「
子
ど
も
会
」
で
も
給
食
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
制
度
の
工
夫
が
望
ま

れ
る
。
親
と
一
緒
に
過
ご
す
時
間
が
少
な
い
ひ
と
り
親
家
庭
・
共
働
き
家
庭
の

み
な
ら
ず
、
親
か
ら
の
養
育
が
十
分
に
受

け
ら
れ
な
い
子
ど
も
を
支
援
す
る
た
め

に
、
公
立
中
学
に
お
け
る
完
全
給
食
の
実

施
を
は
じ
め
、
子
ど
も
の
食
の
セ
ー
フ
テ

ィ
ネ
ッ
ト
を
充
実
す
る
必
要
が
あ
る
。

公
立
中
学
で
完
全
給
食
を
実
施
し
て
い

な
い
場
合
、
就
学
援
助
費
・
生
活
保
護
費

と
も
給
食
費
相
当
額
分
が
支
給
さ
れ
な

い
。
小
中
学
生
に
と
っ
て
、
生
活
保
護
や

就
学
援
助
の
対
象
の
う
ち
多
額
な
も
の
は

学
校
給
食
費
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
立
中

学
の
生
徒
の
約
二
割
は
、
主
食
と
お
か
ず

の
そ
ろ
っ
た
完
全
給
食
を
実
施
し
て
い
な

い
中
学
校
に
通
っ
て
（
５８
）

い
る
。
公
立
中
学
で

完
全
給
食
の
無
い
の
は
、
神
奈
川
県
の
八

一
％
を
筆
頭
に
、
近
畿
地
方
や
九
州
北
部

の
各
県
・
高
知
県
・
広
島
県
な
ど
同
じ
県

に
集
中
し
て
い
る
（
巻
頭
色
刷
り
第
５

図
）。
完
全
給
食
の
実
施
を
困
難
に
し
て
い
る
問
題
点
を
国
が
調
査
し
、
地
方

自
治
体
が
公
立
中
学
に
お
け
る
完
全
給
食
に
早
急
に
取
り
組
む
よ
う
国
と
し
て

も
施
策
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
二
〇
一
六
年
三
月
に
、
政
府
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
民
間
委
員

は
、
子
ど
も
・
子
育
て
世
帯
の
支
援
拡
充
と
し
て
、
給
食
費
の
無
料
化
の
検
討

を
提
案
し
た
。
給
食
費
の
無
料
化
に
は
、
年
間
五
一
二
〇
億
円
が
必
要
と
試
算

さ
れ
て
い
る
（
第
５
表
）。

第５表 給食費無料化に必要な財源の資産

中学校

４，８８２円

３２４万人

１，８８３億円

５，１２０億円

〔出所〕 内閣府「経済財政諮問会議〔平成２８年第３回〕説明資料２」
２０１６年３月１１日。

小学校

４，２６６円

６４８万人

３，２３７億円

保護者が支払う給食費（月額）

児童・生徒数

総額

合計
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二
〇
一
五
年
の
調
査
で
、
給
食
費
な
ど
の
支
援
を
行
う
就
学
援
助
と
は
別

に
、
小
中
学
校
の
給
食
費
の
補
助
制
度
を
設
け
て
い
る
自
治
体
が
全
国
の
約
二

割
、
一
九
九
団
体
あ
（
５９
）

っ
た
。
ま
た
、
そ
の
三
分
の
一
は
、
二
〇
一
四
・
一
五
年

度
か
ら
補
助
を
開
始
し
て
い
た
。
補
助
制
度
を
設
け
て
い
る
の
は
、
町
や
村
な

ど
規
模
が
小
さ
い
自
治
体
が
中
心
で
あ
る
。

就
学
援
助
制
度
は
、
東
京
や
大
阪
な
ど
規
模
の
大
き
い
自
治
体
で
は
、
四
人

に
一
人
の
子
ど
も
が
支
援
を
受
け
る
水
準
で
あ
る
が
、
規
模
が
小
さ
な
町
や
村

で
は
都
市
部
と
比
べ
て
、
あ
ま
り
活
用
さ
れ
て
い
（
６０
）

な
い
。
東
日
本
大
震
災
で
被

災
し
た
石
巻
市
で
は
、
被
災
し
た
子
ど
も
の
ほ
と
ん
ど
が
申
請
す
る
被
災
枠
の

就
学
援
助
が
で
き
て
、
大
幅
に
給
食
費
未
納
が
減
（
６１
）

っ
た
。
規
模
の
小
さ
な
自
治

体
で
は
、
特
定
の
子
ど
も
に
対
す
る
就
学
援
助
に
よ
る
給
食
費
支
援
よ
り
、
子

ど
も
全
員
の
給
食
費
を
無
料
に
す
る
ほ
う
が
地
域
住
民
の
理
解
を
得
ら
れ
や
す

い
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

第
一
章
で
は
、
子
ど
も
の
貧
困
が
社
会
問
題
と
し
て
浮
上
し
た
背
景
と
し

て
、
日
本
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
高
い
貧
困
率
、
就
学
援
助
を
受
け
る
小
中
学
生

が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
ま
た
、
運
動
体
が
各
党
に
働
き
か

け
た
成
果
と
し
て
、
議
員
立
法
と
し
て
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
」
が
制
定
さ

れ
た
経
緯
を
紹
介
し
た
。

第
二
章
で
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
の
概
要
と
施
策
体
系
に
つ
い
て
、
野

党
案
と
比
較
し
な
が
ら
評
価
を
試
み
た
。
第
三
章
で
は
、
法
制
定
後
の
状
況
と

今
後
の
課
題
と
し
て
、
国
・
地
方
自
治
体
の
取
り
組
み
・
子
供
の
未
来
応
援
国

民
運
動
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
ま
た
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
国
の
責

務
と
し
て
の
地
域
格
差
の
是
正
、
就
学
援
助
制
度
の
改
善
、
食
生
活
へ
の
支
援

の
三
点
を
挙
げ
た
。

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
の
附
則
に
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
五
年
後
の
検
討
条

項
が
あ
る
。
本
稿
で
指
摘
し
た
市
町
村
計
画
の
必
要
性
、
子
ど
も
の
貧
困
に
関

す
る
指
標
と
政
策
目
標
の
明
確
化
、
貧
困
対
策
推
進
の
た
め
の
財
源
確
保
、
就

学
援
助
制
度
や
中
学
校
給
食
実
施
な
ど
自
治
体
施
策
の
格
差
是
正
に
お
け
る
国

の
責
任
の
強
化
な
ど
が
今
後
の
見
直
し
内
容
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
。謝

辞：

本
研
究
の
一
部
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費２６５１００１７

の
助
成
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
。

が
ん

（
鳫

咲
子
）

（
１
）
法
律
名
が
「
子
ど
も
」
で
あ
る
の
に
、
大
綱
で
「
子
供
」
と
い
う
表
記
を
使
っ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
本
大
綱
で
は
、
法
律
名
を
除
き
、
法
令
上
の
表
記
に
関
わ
ら

ず
、
常
用
漢
字
表
（
平
成
二
二
年
内
閣
告
示
第
二
号
）
に
よ
る
表
記
を
用
い
て
い
る

が
、
法
令
上
の
用
語
と
意
味
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

（
２
）
内
閣
府
「
都
道
府
県
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
の
策
定
状
況
（
平
成
二
八
年
五
月

一
日
現
在
）」。

（
３
）
附
則
第
二
条
に
、「
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い

て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法

律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
附
則
、
内
閣
府
（
二
〇
一
六
）

「
子
供
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
有
識
者
会
議
（
第
一
回
）
議
事
要
旨
」。

（
５
）
子
ど
も
の
貧
困
白
書
編
集
委
員
会
編
（
二
〇
〇
九
）『
子
ど
も
の
貧
困
白
書
』
明
石

書
店
、
浅
井
春
夫
ほ
か
編
（
二
〇
〇
八
）『
子
ど
も
の
貧
困
』
明
石
書
店
な
ど
。
経
済
誌

特集１ 子どもの貧困対策
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に
お
け
る
子
ど
も
の
格
差
・
貧
困
に
関
す
る
特
集
記
事
と
し
て
は
、「
特
集
子
ど
も
格

差
」（
二
〇
〇
八
）『
週
刊
東
洋
経
済
』
第
六
一
四
二
号
、「
特
集
「
下
流
」
の
子
は
下

流
？

格
差
世
襲
」（
二
〇
〇
八
）『
週
刊
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
第
九
六
巻
三
三
号
、「
特
集

家
族
崩
壊
」（
二
〇
〇
八
）『
週
刊
東
洋
経
済
』）
第
六
一
七
〇
号
な
ど
。

（
６
）
阿
部
彩
（
二
〇
〇
八
）『
子
ど
も
の
貧
困
』
岩
波
書
店
、
二
二
三
頁
。

（
７
）
山
野
良
一
（
二
〇
〇
八
）『
子
ど
も
の
最
貧
国
・
日
本
』
光
文
社
、
二
五
六
〜
二
五

八
頁
。

（
８
）
阿
部
・
前
掲
注
（
６
）、
五
三
頁
、
山
野
・
前
掲
注
（
７
）、
二
七
頁
。

（
９
）
世
界
銀
行
は
、
一
日
一
・
二
五
ド
ル
未
満
で
生
活
す
る
状
況
を
「
絶
対
的
貧
困
」

と
定
義
し
て
い
る
。

（
１０
）
厚
生
労
働
省
「
国
民
生
活
基
礎
調
査
（
貧
困
率
）
よ
く
あ
る
ご
質
問
」〈http://

w
w

w.m
hlw.go.jp/toukei/list/20-21a.htm

l
〉
二
〇
一
七
年
二
月
五
日
ア
ク
セ
ス
。

（
１１
）
以
下
は
、
外
務
省
（
二
〇
一
〇
）「
児
童
の
権
利
条
約
第
三
回
政
府
報
告
審
査
後
の

児
童
の
権
利
委
員
会
の
最
終
見
解
（
仮
訳
）」〈http://w

w
w.m

ofa.go.jp/m
ofaj/gaiko

/jido/pdfs/1006_kj03_kenkai.pdf

〉
二
〇
一
七
年
二
月
五
日
ア
ク
セ
ス
、
子
ど
も
の

権
利
条
約
Ｎ
Ｇ
Ｏ
レ
ポ
ー
ト
連
絡
会
議
仮
訳
「
子
ど
も
の
権
利
委
員
会：

総
括
所
見：

日
本
（
第
三
回
）」
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
五
、
一
六
、
一
九
、
二
一
、
五
〇
、
五
一
、
六

六
、
六
七
〈http://w

w
w

26.atw
iki.jp/childrights/

〉
二
〇
一
七
年
二
月
五
日
ア
ク
セ

ス
、（
社
）
セ
ー
ブ
・
ザ
・
チ
ル
ド
レ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
「
国
連
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
最

終
見
解
か
ら
見
る
子
ど
も
の
貧
困
」〈http://w

w
w.savechildren.or.jp/sc_activity/

japan/100701soap.htm
l

〉
二
〇
一
七
年
二
月
五
日
ア
ク
セ
ス
を
参
照
し
た
。

（
１２
）
「
な
く
そ
う
！

子
ど
も
の
貧
困
」
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〈http://

end-childpoverty.jp/profile

〉
二
〇
一
七
年
二
月
五
日
ア
ク
セ
ス
。

（
１３
）
「
中
学
・
高
校
生
の
卒
業
ク
ラ
イ
シ
ス
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」（
二
〇

一
〇
年
二
月
二
六
内
閣
衆
質
一
七
四
第
一
四
二
号
）、
鳫
咲
子
（
二
〇
一
〇
）「
子
ど

も
・
若
者
の
貧
困
と
教
育
の
機
会
均
等
〜
卒
業
ク
ラ
イ
シ
ス
問
題
と
高
ま
る
高
校
版
就

学
援
助
の
必
要
性
〜
」『
経
済
の
プ
リ
ズ
ム
』
第
八
三
号
、
一
〜
一
三
頁
、
第
一
七
四
回

国
会
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
会
議
録
第
二
号
一
四
頁
（
二
〇
一
〇
年
二
月
二
四
日
）、
衆

議
院
本
会
議
録
第
一
〇
号
一
五
頁
（
二
〇
一
〇
年
二
月
二
五
日
）、
参
議
院
本
会
議
録
第

一
〇
号
二
頁
（
二
〇
一
〇
年
三
月
一
九
日
）、
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
二
〇
号

四
頁
（
二
〇
一
〇
年
五
月
二
五
日
）、『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
〇
年
三
月
三
日
、『
朝
日
新

聞
』
二
〇
一
〇
年
二
月
七
日
な
ど
。

（
１４
）
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
地
域
福
祉
課
長
「
高
校
生
の
授
業
料
滞
納
に
係
る
生

活
福
祉
資
金
（
教
育
支
援
資
金
）
の
取
扱
に
つ
い
て
」
二
〇
一
〇
年
二
月
一
二
日
。

（
１５
）
厚
生
労
働
省
「
高
校
生
の
授
業
料
滞
納
に
係
る
生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
決
定
状
況

に
つ
い
て
（
最
終
報
告
）」
二
〇
一
〇
年
五
月
二
〇
日
。

（
１６
）
中
嶋
哲
彦
（
二
〇
一
二
）「
イ
ギ
リ
ス
の
子
ど
も
貧
困
法
の
教
訓
と
私
た
ち
の
課

題
」「
な
く
そ
う
！

子
ど
も
の
貧
困
」
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
編
『
イ
ギ
リ
ス
に
学
ぶ
子

ど
も
の
貧
困
解
決
』
か
も
が
わ
出
版
、
八
五
〜
一
〇
八
頁
。

（
１７
）
「
な
く
そ
う
！

子
ど
も
の
貧
困
」
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「「
子
ど
も
の
貧
困
対
策

法
」
制
定
に
関
す
る
要
望
」
二
〇
一
三
年
三
月
六
日〈http://end-childpoverty.jp/w

p-

content/uploads/2013/03/20130306taisakuhou_youbousyo.pdf

〉
二
〇
一
七
年

二
月
五
日
ア
ク
セ
ス
。

（
１８
）
あ
し
な
が
育
英
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〈http://w

w
w.ashinaga.org/about/index.

htm
l

〉
二
〇
一
七
年
二
月
五
日
ア
ク
セ
ス
。

（
１９
）
「
第
二
一
回
遺
児
と
母
親
の
全
国
大
会
」
あ
し
な
が
育
英
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〈http:/

/w
w

w.ashinaga.org/activity/index.htm
l

〉
二
〇
一
七
年
二
月
五
日
ア
ク
セ
ス
。

（
２０
）
あ
し
な
が
育
英
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〈http://w

w
w.ashinaga-gakuseibokin.org/

new
s/

〉
二
〇
一
五
年
三
月
一
六
日
ア
ク
セ
ス
。

（
２１
）
第
一
章
１
節
�
参
照
。
二
〇
一
二
年
五
月
に
ユ
ニ
セ
フ
（
国
連
児
童
基
金
）
が
発

表
し
た
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
調
査
に
お
い
て
、
日
本
の
一
八
歳
未
満
の
子
ど
も
の

相
対
的
貧
困
率
は
、
一
四
・
九
％
（
約
三
〇
五
万
人
）
だ
っ
た
。
日
本
は
先
進
二
〇
ヵ

国
中
で
は
ワ
ー
ス
ト
四
位
で
、
日
本
よ
り
貧
困
率
が
高
く
、
子
ど
も
同
士
の
格
差
が
大

き
い
先
進
国
は
、
ア
メ
リ
カ
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
だ
け
で
あ
っ
た
。U

N
IC

E
F

Innocenti
R

esearch
C

entre.
Innocenti

R
eport

C
ard

10,
2012

M
easuring

C
hild

Poverty

（M
ay

2012

）：11

。〈http://w
w

w.unicef.or.jp/library/pdf/labo_rc

10.pdf
〉
二
〇
一
七
年
二
月
五
日
ア
ク
セ
ス
、『
日
本
ユ
ニ
セ
フ
協
会
か
ら
の
お
知
ら

せ
』〈http://w

w
w.unicef.or.jp/osirase/back2012/1205_03.htm

l

〉
二
〇
一
七
年
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二
月
五
日
ア
ク
セ
ス
、『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
二
年
六
月
一
〇
日
。

（
２２
）
第
一
八
三
回
衆
第
一
九
号
。

（
２３
）
第
一
八
三
回
衆
第
二
〇
号
。

（
２４
）
第
一
八
三
回
国
会
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
議
録
一
五
号
八
頁
（
二
〇
一
三
年
五

月
二
九
日
）。

（
２５
）
第
一
八
三
回
国
会
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
議
録
一
六
号
六
頁
（
二
〇
一
三
年
五

月
三
一
日
）。

（
２６
）
同
上
、
四
六
頁
。

（
２７
）
同
上
、
三
〇
頁
。

（
２８
）
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
議
録
・
前
掲
注
（
２４
）、
二
七
頁
。

（
２９
）
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
議
録
・
前
掲
注
（
２５
）、
四
六
頁
。

（
３０
）
第
一
八
三
回
国
会
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
一
四
号
二
六
、
二
七
頁
（
二

〇
一
三
年
六
月
一
八
日
）。

（
３１
）
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の

大
綱
の
案
の
作
成
方
針
に
つ
い
て
」
二
〇
一
四
年
四
月
四
日
。

（
３２
）
内
閣
府
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
検
討
会
議
事
録
」〈http://w

w
w

8.cao.

go.jp/kodom
onohinkon/kentoukai/index.htm

l

〉
二
〇
一
七
年
二
月
五
日
ア
ク
セ

ス
。

（
３３
）
内
閣
府
「「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
検
討
会
」
意
見
の
整
理
「
大
綱
案
に
盛

り
込
む
べ
き
事
項
」
に
対
す
る
意
見
募
集
の
結
果
に
つ
い
て
」〈http://search.e-gov.

go.jp/servlet/Public?C
LA

SSN
A

M
E

=PC
M

M
ST

D
E

T
A

IL
&

id
=095140620&

M
ode=2

〉
二
〇
一
七
年
二
月
五
日
ア
ク
セ
ス
。

（
３４
）
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
検
討
会
（
第
四
回
）
配
付
資
料
二
「
大
綱
案
に
盛

り
込
む
べ
き
事
項
に
つ
い
て
（
意
見
の
整
理
）（
案
）」
二
〇
一
四
年
六
月
五
日
、
一

頁
。

（
３５
）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
一
四
年
八
月
二
九
日
。

（
３６
）
第
一
九
〇
回
国
会
参
議
院
決
算
委
員
会
会
議
録
二
号
三
五
頁
（
二
〇
一
六
年
一
月

二
一
日
）。

（
３７
）
内
閣
府
「
平
成
二
七
年
度
『
諸
外
国
に
お
け
る
子
供
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
調
査

研
究
』
報
告
書
」。

（
３８
）
埼
玉
県
西
部
地
区
学
校
事
務
研
究
会
が
二
〇
一
六
年
に
小
中
学
校
の
学
校
事
務
職

員
に
実
施
し
、
一
七
五
名
が
回
答
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
約
五
％
が
「（
勤
務
先

で
）
経
済
的
な
理
由
で
修
学
旅
行
に
行
か
な
い
児
童
生
徒
が
過
去
一
年
間
に
い
た
」
と

の
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

（
３９
）
内
閣
府
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
（
第
二
回
）
資
料
三
」（
二
〇
一
四
年
八
月
二

九
日
）。

（
４０
）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
四
年
八
月
三
〇
日
。

（
４１
）
内
閣
総
理
大
臣
決
裁
「
す
べ
て
の
子
ど
も
の
安
心
と
希
望
の
実
現
に
向
け
た
副
大

臣
等
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
五
年
八
月
二
八
日
）。

（
４２
）
内
閣
府
「
子
供
の
未
来
応
援
基
金
事
業
審
査
委
員
会
（
第
一
回
）
説
明
資
料
」（
二

〇
一
六
年
六
月
七
日
）。

（
４３
）
「
社
説
子
ど
も
貧
困
基
金
／
振
る
わ
ぬ
寄
付
責
任
は
政
府
に
」『
河
北
新
報
』（
二

〇
一
五
年
一
二
月
二
四
日
）。

（
４４
）
内
閣
府
「
子
供
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
有
識
者
会
議
（
第
二
回
）
資
料
四
」（
二
〇

一
六
年
一
二
月
）。

（
４５
）
内
閣
府
子
供
の
未
来
応
援
国
民
運
動
推
進
事
務
局
「
子
供
の
未
来
応
援
基
金
平
成

二
八
年
度
未
来
応
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
採
択
結
果
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
六
年
一
〇

月
）。

（
４６
）
鳫
咲
子
（
二
〇
一
三
）『
子
ど
も
の
貧
困
と
教
育
機
会
の
不
平
等
』
明
石
書
店
、
四

〇
、
五
七
頁
。

（
４７
）
同
上
。
離
婚
率
は
、
離
婚
件
数
を
婚
姻
件
数
で
割
っ
た
相
対
離
婚
率
。
ひ
と
り
親

率
は
、
一
八
歳
未
満
の
子
ど
も
が
い
る
核
家
族
世
帯
に
占
め
る
母
子
世
帯
お
よ
び
父
子

世
帯
の
割
合
。

（
４８
）
文
部
科
学
省
（
二
〇
一
六
）「
文
部
科
学
省
に
お
け
る
子
供
の
貧
困
対
策
の
総
合
的

な
推
進
〈
平
成
二
八
年
度
予
算
等
〉」。

（
４９
）
文
部
科
学
省
「
就
学
援
助
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」〈http://w

w
w.m

ext.go.jp/a_m
enu

/shotou/career/05010502/017.htm

〉
二
〇
一
七
年
二
月
五
日
ア
ク
セ
ス
。

（
５０
）
文
部
科
学
省
（
二
〇
一
五
）「
平
成
二
六
年
度
子
供
の
学
習
費
調
査
」。
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（
５１
）
文
部
科
学
省
（
二
〇
一
〇
・
二
〇
一
二
・
二
〇
一
四
）「
学
校
給
食
費
の
徴
収
状
況

に
関
す
る
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
」。

（
５２
）
内
閣
府
（
二
〇
一
六
）
子
供
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
有
識
者
会
議
（
第
二
回
）
資

料
一
「
教
育
の
支
援
に
つ
い
て
」

（
５３
）
文
部
科
学
省
（
二
〇
一
五
）「『
平
成
二
五
年
度
就
学
援
助
実
施
状
況
等
調
査
』
等

結
果
」
参
考
五－
三
。

（
５４
）
日
本
弁
護
士
会
連
合
会
第
五
三
回
人
権
擁
護
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
一
分
科
会
実

行
委
員
会
編
（
二
〇
一
一
）『
日
弁
連
子
ど
も
の
貧
困
レ
ポ
ー
ト
―
―
弁
護
士
が
歩
い
て

書
い
た
報
告
書
』
明
石
書
店
、
九
七
頁
。

（
５５
）
文
部
科
学
省
（
二
〇
一
五
）「『
平
成
二
五
年
度
就
学
援
助
実
施
状
況
等
調
査
』
等

結
果
」。

（
５６
）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
六
年
七
月
二
日
。

（
５７
）
内
閣
府
・
前
掲
注
（
３３
）
別
紙
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
よ
る
主
な
意
見
（
概

要
）」
一
〇
、
一
一
頁
。

（
５８
）
文
部
科
学
省
（
二
〇
一
七
）「
平
成
二
七
年
度
学
校
給
食
実
施
状
況
調
査
」。

（
５９
）
『
毎
日
新
聞
』（
二
〇
一
六
年
二
月
二
二
日
）、『
教
育
新
聞
』（
二
〇
一
六
年
四
月
六

日
）、『
赤
旗
』（
二
〇
一
六
年
四
月
七
日
）。

（
６０
）
鳫
咲
子
（
二
〇
一
三
）『
子
ど
も
の
貧
困
と
教
育
機
会
の
不
平
等
』
明
石
書
店
、
六

四
頁
。

（
６１
）
鳫
咲
子
（
二
〇
一
六
）『
給
食
費
未
納

子
ど
も
の
貧
困
と
食
生
活
格
差
』
光
文

社
、
五
三
〜
五
四
頁
。

【
参
考
文
献
】

＊
鳫
咲
子
（
二
〇
一
六
）「
安
倍
政
権
下
に
お
け
る
子
ど
も
の
貧
困
対
策
」『
大
原
社
会
問

題
研
究
所
雑
誌
』
七
〇
〇
号
、
二
八
〜
三
七
頁
。

＊
鳫
咲
子
（
二
〇
一
六
）『
給
食
費
未
納
―
―
子
ど
も
の
貧
困
と
食
生
活
格
差
』
光
文
社
。

＊
鳫
咲
子
（
二
〇
一
三
）『
子
ど
も
の
貧
困
と
教
育
機
会
の
不
平
等
―
―
就
学
援
助
・
学
校

給
食
・
母
子
家
庭
を
め
ぐ
っ
て
』
明
石
書
店
。
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